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Ⅰ 林地開発許可による計画から完了までの概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





東京都林地開発許可の概要 
 
１ 林地開発許可制度について 
  （１）はじめに 

  森林は、水源のかん養、災害の防止、環境の保全等の公益的機能を有しており、こ

れらの機能の発揮を通じて、生活の安定と社会の健全な発展に重要な役割を果たして

います。 
        一方、近年、森林を対象とする開発行為が急増する傾向にあり、森林は一度破壊さ

   れると、その回復には多くの困難と長い年月が必要です。 
 このため、開発行為にあたっては、森林の持つ公益的機能を阻害することのないよ

う節度をもって行う必要があり、昭和４９年より森林法の中に林地開発許可制度が創

設され、１ヘクタールを超える森林を開発する場合には、都知事の許可を受けなけれ

ばならないこととされています。                   

   
  （２）許可の対象となる森林 

 許可を必要とする森林は、森林法第５条の規定に基づく地域森林計画対象森林です。 
 ただし、森林法第２５条および２５条の２により指定された保安林及び同法第４１

条により指定された保安施設地区の森林は除外され、別途の許可等が必要です。 
 

  （３）対象となる開発行為の種類、規模 
 工場、事業場、住宅団地、レジャー施設、墓地、道路等の造成や土石等の採掘、残

土の処理など土地の形質を変更する行為で開発行為の規模が 
   ① １ヘクタールを超える林地の開発 

 ②  道路のみの新設等の場合は、路肩、曲線部等の拡幅部分を除く有効幅員が３メー 
トルを超えるもので、土地の形質を変更する面積が１ヘクタールを超える林地の開

発 
 
  （４）許可の対象外 

 次の各号の一に該当する場合は、許可の申請は不要です。ただし、ア及びウの場合

には、開発行為を行おうとするときは知事との協議が必要です。 
     ア 国又は地方公共団体が行う場合 
       イ 災害、風水害その他の非常災害のために必要な応急処置として行う場合 
       ウ  森林の土地の保全に著しい支障を及ぼすおそれが少なく、かつ、公益性が高い

と認められる事業で、森林法施行規則第３条に定める事業を施行する場合  
 
２ 開発計画をたてるにあたって 
  （１）事前相談について 

 林地を対象に開発計画をたてようとしている方は、その森林の存在する区域を管轄

する東京都多摩環境事務所又は支庁の林地開発担当に相談して下さい。そこで、申請

にあたっての留意事項及び申請書類、図面等の作成方法などについて説明を受けられ
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ます。 
 （２）申請にあたっての留意事項 
   ① 開発計画の内容は、次に掲げる許可基準に該当しなければなりません。 

ア 森林のもつ災害防止のはたらきが、開発することによって失われ、土砂の流 
出や崩壊その他災害を発生させるおそれがないこと。 

イ 森林のもつ水源かん養のはたらきが、開発することによって失われ、水の確 
保に著しく支障をきたすおそれがないこと。 

ウ 森林のもつ環境保全のはたらきが、開発することによって失われ、環境を著 
しく悪化させるおそれがないこと。 

② 林地を対象に開発行為を行う場合は、事業の目的、態様等に応じ、事業区域内 
に一定の割合で森林又は緑地の残置を求められます。 

 
３ 許可申請にあたって 

（１）許可申請書は、東京都林地開発許可手続に関する規則第３条及び東京都林地開発 
許可実施要領第５条の規定に従って作成してください。 

（２）設計図書類は、できるだけA４判の大きさに屏風折りに統一してください。 
（３）設計図書類には、それぞれ見やすい場所に見出しをつけ図書目録を添付して下さ 

い。 
（４）図書には、必ず縮尺、凡例を明示してください。 
（５）登記事項証明書は、申請後３か月以内のものを提出してください。 
（６）他の法令等との関連 

① 他の法令等の許認可、承認、届出等を必要とする場合は、林地開発許可申請時 
以前又は同時に手続きをしてください。 

 
４ 許可後は 

（１）開発行為は、申請書及び添付図書の内容や許可条件に従って行わなければなりま 
せん。 

（２）開発行為に着手及び完了したとき、住所等を異動したとき、及び完了前に相続、 
合併その他の理由により、地位の継承が行われたとき、速やかに届出なければなりま

せん。 
（３）施行中の状況について、着手後６か月ごとに知事に報告しなければなりません。 
（４）許可を受けた開発行為者は、現場の見やすい場所に許可標識を立てなければなり 

ません。 
（５）開発行為を中止又は廃止するときは、速やかに防災措置を講じ、知事に届出、確 

認を受けなければなりません。 
（６）開発行為については、境界杭等で明示するとともに保存につとめ、隣接地に支障 

を及ぼすことのないよう配慮しなければなりません。 
（７）開発行為の計画を変更する場合は、内容によっては、許可の変更申請を行わなけ 

ればなりません。 
（８）開発行為中に災害が発生した場合は、適切な措置を講ずるとともに、速やかに届 
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出なければなりません。 
 
５ 違反行為があったとき 

（１）次のような行為があった場合は、行為の中止及び復旧について命令等の処分を行う 
こととなり、場合によっては許可の取消処分等がなされることがあります。 

   ① 不正な手段により森林法第１０条の２第１項の許可を受けて開発行為をした場合 
② 許可にあたって付された条件に違反し、その内容が著しく公共の利益を阻害して

いると認められる場合。 
    ③  違反行為に対する中止又は復旧命令に従わない場合。 
    ④  開発行為許可後、相当の期間を超えても開発行為に着手しない場合。 
  
６ 開発行為完了の手続き 
 （１）完了の確認 
     ①  「林地開発行為完了届」の提出があったときは、知事は申請書及び添付図書の内

容に従って行われたか、許可条件に適合しているかについて確認を行います。 
   ②  確認の結果、是正の必要があると認めたときは、文書等により通知します。 
   ③  確認の結果、許可内容のとおり完了したことを認めたときは、「林地開発行為完

了確認通知書」により通知します。 
 
 
 
 
 
 

－5－



－6－

林地開発許可制度体系図 
  

  許可を必要とするもの 

 
   法第10条の２第１項） 
  対象・地域森林計画の対象とな 
      っている民有林 
   （但し、保安林、保安施設 
       地区海岸保全区域を除く） 
  規模 ・政令で定める規模 
        （1haを超えるもの） 
       参照：令第２条の３ 

 開発行為をしようとする者 
    （申 請 者） 

          許可を要しない場合 
 
  １  国又は地方公共団体が行う場合 
   （法第10条の２第１項第１号） 
  ２ 非常災害のために必要な応急措 
     置として行う場合（同第２号） 
  ３  省令で定める事業として行う場 
    合 （同第３号） 
     （参照：森林法施行規則第５条） 

  
連絡調整    事前指導申出

 

 

   林地開発 
 許可申請 

 

 
 

 ①下流の流下能力について調査 
    （河川管理者に協議） 
 ②関係市町村長・各局に意見照会 

 
 

多摩環境事務所（支庁）長 

 
  

 
    知    事 

  ① 関係市町村長の意見聴取 
 
  ② 森林審議会に諮問 
     （法第10条の２第６項） 

 
 
 
                （審査及び現地調査） 

 
 
 

 災害防止 
 （法第10条の２第２項 
 第１号） 

  水害の防止 
 （法第10条の２第２項 
 第１号の２） 

  水の確保 
 （法第10条の２第２項 
 第２号） 

  環境の保全 
 （法第10条の２第２項 
 第３号） 

 当該開発行為により周辺 
 の地域において土砂の流 
 出又は崩壊その他の災害 
 を発生させるおそれがあ 
 るかどうか。 

 当該開発行為により当該 
 機能に依存する地域にお 
 ける水害を発生させるお 
 それがあるかどうか。 

 当該開発行為により水の 
 確保に著しい支障を及ぼ 
 すおそれがあるかどう 
 か。 

 当該開発行為により周辺 
 の地域における環境を著 
 しく悪化させるおそれが 
 あるかどうか。 

 
 

  森林の保続培養及び森林生産力の増進に留意（法第10条の２第３項）  
 

                                                         ・おそれがある場合  不 許 可  
                  

    監督処分（法第10条の３）
   開発行為の中止命令、復旧命令 
 
 対象１ 無許可開発をした者 
 対象２  許可条件に違反して開発 
         した者 
 対象３ 不正な手段によって許可 
         を受けて開発した者 
 
 罰則 （法第２０６条） 
     ・３年以下の懲役又は３００ 

万円以下の罰金 
     ・無許可、監督処分命令違反 

  
   許 可 許可には条件を付すことができる 

    （１０条の２第４項、５項） 
 

 
          

 開発行為の施行         （施行状況報告、完了届） 

       ・主要防災施設工事の先行着手                  ・必要に応じて変更手続の 
                                                       指導、変更許可 
                                                     ・改善事項の通知 

 
 完了確認調査  ・完了確認書の交付 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

・おそれが

無い場合



東京都林地開発許可フローチャート

 
 

 

   ※事前指導を受けることが
できる。〔要領第４条〕  開発行為者（法１０の２）      知    事   関係市町村長    東京都森林審議会  

  提出〔要領第５条 第２号様式〕
提出〔規則第３条 第１号様式〕

   意見照会

協議〔要領第９条 第４号様式〕  
     申 請 書 等 
    （協議申出書等） 

 

 審 査  

 照会の回答
     開発に対する意見  

     届出〔規則第４条 第２号様式〕
       着 手 届 出 書                                    

  報告〔規則第４条 第３号様式〕
        
         

       施行状況報告書 
   (着手後６ヶ月毎） 

 

   調査  
 

  現 地 調 査 
 （施行状況報告に係る）

 

         
   調査

   履 行 状 況 調 査 
 提出〔規則第６条 第５号様式〕      意見照会
提出〔要領第７条 第３号様式〕                                       
 
届出〔規則第６条２ 第６号様式〕 

     変更許可申請書等  
 
  林地開発行為変更届出書   照会の回答

     変更内容に対する意見  

河川管理者との協議  

           

   審       査  

                     
  届出 

    各 種 届 出 書  
 ・ 地位の承認 
 ・ 住所等の異動 
 ・ 開発行為中止 
 ・ 許可期間延長 
 ・ 開発行為再開 
 ・ 開発行為廃止 

       
〔規則第７条 第７号様式〕 
〔規則第８条 第８号様式〕 
〔規則第９条 第９号様式〕 
〔規則第９条 第10号様式〕 
〔規則第９条 第11号様式〕 
〔規則第９条 第12号様式〕 
 
〔規則第10条 第13号様式〕 

         
    

 

 
   災 害 発 生 届

   調査 
      確 認 調 査 

  
   通知等 

 
 

     確認調査の通知 
  届出〔規則第11条 第14様式〕

   開発行為完了届出書          
      

   調査 
      完了確認調査 

   
   完了通知等 

 
通知
                        確認調査の通知 

 

  河川管理者との協議  
              （知事が必要と認めたとき）

 諮問 〔法第１０条の２第６項〕         （５ｈａを超える開発行為）
   
 答申

 
許可又は不許可〔法第１０条の２第１項〕

 
 

通知
  許可等処分の決定 

審 議 会 審 議

審 議 会 審 議
・

変更許可等処分の決定
許可又は不許可の通知

諮問（変更内容）

答申（変更内容）

通知
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森  林  法  （抄） 
                                         〔昭和26年6月26日 法律第249号〕 
                                        〔最終改正 平成28年5月20日 法律第44号〕 
 
  （この法律の目的） 
第１条 この法律は、森林計画、保安林その他の森林に関する基本的事項を定めて、森林の

保続培養と森林生産力の増進とを図り、もって国土の保全と国民経済の発展とに資するこ

とを目的とする。 
  （定 義） 
第２条  この法律において「森林」とは、左に掲げるものをいう。但し，主として農地又は

住宅地若しくはこれに準ずる土地として使用される土地及びこれらの上にある立木竹を

除く。 
 一 木竹が集団して生育している土地及びその土地の上にある立木竹 
  二 前号の土地の外、木竹の集団的な生育に供される土地 
２ この法律において「森林所有者」とは、権原に基づき森林の土地の上に木竹を所有し、

及び育成することができる者をいう。 
３ この法律において「国有林」とは、国が森林所有者である森林及び国有林野の管理経営

に関する法律（昭和26年法律第246号）第10条第１号に規定する分収林である森林をいい、

「民有林」とは、国有林以外の森林をいう。 
 （地域森林計画） 
第５条 都道府県知事は、全国森林計画に即して、森林計画区別に、その森林計画区に係る

民有林（その自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土地の利用の動向か

らみて、森林として利用することが相当でないと認められる民有林を除く。）につき、５

年ごとに、その計画をたてる年の翌年４月１日以降10年を一期とする地域森林計画をたて

なければならない。 
２ 地域森林計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 
  一 その対象とする森林の区域 
 二 森林の有する機能別の森林の所在及び面積並びにその整備の目標その他森林の整備 

に関する基本的な事項 
  三 伐採立木材積その他森林の立木竹の伐採に関する事項（間伐に関する事項を除く。） 
  四  造林面積その他造林に関する事項  
  四の二  間伐立木材積その他間伐及び保育に関する事項 
  四の三 公益的機能別施業森林の区域（以下「公益的機能別施業森林区域」という。）の

基準その他公益的機能別施業森林の整備に関する事項 
  五 林道の開設及び改良に関する計画、搬出方法を特定する必要のある森林の所在及びそ

の搬出方法その他林産物の搬出に関する事項 
  五の二 委託を受けて行う森林の施業又は経営の実施、森林施業の共同化その他森林施業

の合理化に関する事項 
  五の三 森林病害虫の駆除及び予防その他森林の保護に関する事項 
  六 樹根及び表土の保全その他森林の土地の保全に関する事項 
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  七 保安林の整備，第41条の保安施設事業に関する計画その他保安施設に関する事項 
３ 地域森林計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、森林の整備及び保全のために

必要な事項を定めるよう努めるものとする。 

４ 第４条第３項の規定は、地域森林計画に準用する。 
５ 都道府県知事は、森林の現況、経済事情等に変動があったため必要と認めるときは、地

域森林計画を変更することができる。 
  （地域森林計画等の遵守） 
第８条 森林所有者その他権原に基づき森林の立木竹又は土地の使用又は収益をする者は、

地域森林計画に従って施業し、又は森林の土地の使用若しくは収益をすることを旨としな

ければならない。 
２ 森林管理局長は、前条第１項の森林計画に従って国有林を管理経営するよう努めなけれ

ばならない。 
   （開発行為の許可） 
第10条の２ 地域森林計画の対象となっている民有林（第25条又は第25条の２の規定により

指定された保安林並びに第41条の規定により指定された保安施設地区の区域内及び海岸

法（昭和31年法律第101号）第３条の規定により指定された海岸保全区域内の森林を除く。）

において開発行為（土石又は樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為で、森

林の土地の自然的条件、その行為の態様等を勘案して政令で定める規模をこえるものをい

う。以下同じ。）をしようとする者は、農林水産省令で定める手続に従い、都道府県知事

の許可を受けなければならない。ただし、次の各号の１に該当する場合は、この限りでな

い。 
一 国又は地方公共団体が行なう場合 

 二 火災、風水害その他の非常災害のために必要な応急措置として行なう場合 
  三 森林の土地の保全に著しい支障を及ぼすおそれが少なく、かつ、公益性が高いと認め

られる事業で農林水産省令で定めるものの施行として行なう場合 
２  都道府県知事は、前項の許可の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当

しないと認めるときは、これを許可しなければならない。 
一 当該開発行為をする森林の現に有する土地に関する災害の防止の機能からみて、当該

開発行為により当該森林の周辺の地域において土砂の流出又は崩壊その他の災害を発

生させるおそれがあること。 
一の二 当該開発行為をする森林の現に有する水害の防止の機能からみて、当該開発行為

により当該機能に依存する地域における水害を発生させるおそれがあること。 
二  当該開発行為をする森林の現に有する水源のかん養の機能からみて、当該開発行為に

より当該機能に依存する地域における水の確保に著しい支障を及ぼすおそれがあるこ

と。 
三 当該開発行為をする森林の現に有する環境の保全の機能からみて、当該開発行為によ

り当該森林の周辺の地域における環境を著しく悪化させるおそれがあること。 
３ 前項各号の規定の適用につき同項各号に規定する森林の機能を判断するに当たっては、

森林の保続培養及び森林生産力の増進に留意しなければならない。 
４ 第１項の許可には、条件を附することができる。 
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５ 前項の条件は、森林の現に有する公益的機能を維持するために必要最小限度のものに限

り、かつ、その許可を受けた者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。 
６ 都道府県知事は、第１項の許可をしようとするときは、都道府県森林審議会及び関係市

町村長の意見を聴かなければならない。 
 （監督処分） 
第10条の３ 都道府県知事は、森林の有する公益的機能を維持するために必要があると認め

るときは、前条第１項の規定に違反した者若しくは同項の許可に附した同条第４項の条件

に違反して開発行為をした者又は偽りその他の不正な手段により同条第１項の許可を受

けて開発行為をした者に対し、その開発行為の中止を命じ、又は期間を定めて復旧に必要

な行為をすべき旨を命ずることができる。 
 （適用除外） 
第10条の４ この章の規定は、試験研究の目的に供している森林で農林水産大臣の指定する

ものその他農林水産省令で定める森林には適用しない。 
 （伐採及び伐採後の造林の届出） 
第10条の８ 森林所有者等は、地域森林計画の対象となっている民有林（第25条又は第25

条の２の規定により指定された保安林及び第41条の規定により指定された保安施設地区

の区域内の森林を除く。）の立木を伐採するには，農林水産省令で定める手続きに従い、

あらかじめ、市町村の長に森林の所在場所、伐採面積、伐採方法、伐採齢、伐採後の造林

の方法、期間及び樹種その他農林水産省令で定める事項を記載した伐採及び伐採後の造林

の届出書を提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、こ

の限りでない。 
一 法令又はこれに基づく処分により伐採の義務のある者がその履行として伐採する場

 合 
二 第10条の２第１項の許可を受けた者が当該許可に係る同項の開発行為をするために

伐採する場合 

三 第10条の11の４第１項（第10条の11の６第２項において読み替えて準用する場合を含む。）

の裁定（第10条の11の２第１項第１号の契約の締結に関するものを除く。）に基づいて伐採

をする場合 

四 第10条の17第１項の規定による公告に係る第10条の15第１項に規定する公益的機能維持

増進協定（その変更につき第10条の18において準用する第10条の17第１項の規定による公告

があったときは、その変更後のもの）に基づいて伐採する場合 

五 第11条第５項の認定に係る森林施業計画（その変更につき第12条第３項において準用

する第11条第５項の規定による認定があったときは、その変更後のもの）において定め

られている伐採をする場合 
六 森林所有者等が第49条第１項の許可を受けて伐採する場合 
七 第188条第３項の規定に基づいて伐採する場合 
八 法令によりその立木の伐採につき制限がある森林で農林水産省令で定めるもの以外

の森林（次号において「普通林」という。）であって、立木の果実の採取その他農林水

産省令で定める用途に主として供されるものとして市町村の長が当該森林所有者の申

請に基づき指定したものにつき伐採する場合 
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九 普通林であって，自家の生活の用に充てるため必要な木材その他の林産物の採取の目

的に供すべきもののうち、市町村の長が当該森林所有者の申請に基づき農林水産省令で

定める基準に従い指定したものにつき伐採する場合 
十 火災、風水害その他の非常災害に際し緊急の用に供する必要がある場合 
十一 除伐する場合 
十二 その他農林水産省令で定める場合 
 

２ 前項第10号に掲げる場合に該当して森林の立木を伐採した森林所有者等は、農林水産省

令で定める手続に従い、市町村の長に伐採の届出書を提出しなければならない。 
 
                第８章  罰 則 
 
第206条 次の各号のいずれかに該当する者は、３年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処

する。 
一 第10条の２第１項の規定に違反し、開発行為をした者 
二 第10条の３の規定による命令に違反した者 
三 第34条第２項（第44条において準用する場合を含む。）の規定に違反し、土石又は樹

根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為をした者 
四 第38条第２項の規定による命令（土石又は樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変

更する行為の中止又は復旧に必要な行為をすべき旨を命ずる部分に限る。）に違反した

者 
第207条  次の各号のいずれかに該当する者は、150万円以下の罰金に処する。 
  一 第34条第１項（第44条において準用する場合を含む。）の規定に違反し、保安林又は

保安施設地区の区域内の森林の立木を伐採した者 
  二 第34条第２項（第44条において準用する場合を含む。）の規定に違反し、立竹を伐採

し、立木を損傷し、家畜を放牧し、又は下草、落葉若しくは落枝を採取する行為をした

者 
三 第38条第１項の規定による命令、同条第二項の規定による命令（土石又は樹根の採掘、

開墾その他の土地の形質を変更する行為の中止又は復旧に必要な行為をすべき旨を命

ずる部分を除く。）又は同条第三項若しくは第四項の規定による命令に違反した者 
第208条  次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。 
  一 第10条の８第１項の規定に違反し、届出書の提出をしないで立木を伐採した者 
  二 第10条の９第３項又は第４項の規定による命令に違反した者 
  三 第31条（第44条において準用する場合を含む。）の規定による禁止命令に違反し、立

木竹の伐採又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為をし

た者 

 四 第34条の２第１項（第44条において準用する場合を含む。）の規定に違反し、届出書

の提出をしないで択伐による立木の伐採をした者 

 五 第34条の３第１項（第44条において準用する場合を含む。）の規定に違反し、届出書

の提出をしないで間伐のため立木を伐採した者 

－14－



第210条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。 
  一 第10条の８第２項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者 
  二 第10条の８第３項又は第34条第９項（第44条において準用する場合を含む。）の規定

に違反して、届出書の提出をしない者 
  三 第34条第８項（第44条において準用する場合を含む。）の規定に違反して、都道府県

知事に届け出ない者 
第212条 法人（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項

において同じ。）の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の

従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、第205条から第210条までの違反行為を

したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。 
 ２ 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、

その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合

の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。 
 
                附則（抄）           〔昭和49年5月1日 法律第39号〕 
 
 （開発行為に係る経過規定） 
第５条 この法律の施行の際現に開発行為（新法第10条の２第１項の開発行為をいう。以下

同じ。）を行なっている者は、当該開発行為について同項の許可を受けたものとみなす。 
 
 
                附則（抄）           〔平成3年4月26日 法律第38号〕 
 
第５条 この法律の施行前に旧森林法第10条の２第１項の規定によりされた許可は、新森林

法第10条の２第１項の規定によりされた許可とみなす。 

 
森林法施行令（抄） 

 
                                         〔昭和26年7月31日 政令第276号〕         

                                      〔最終改正 平成28年12月26日政令第396号〕 
 
  （開発行為の規模） 
第２条の３ 法第10条の２第１項の政令で定める規模は、専ら道路の新設又は改築を目的と

する行為でその行為に係る土地の面積が１ヘクタールを超えるものにあっては道路（路肩

部分及び屈曲部又は待避所として必要な拡幅部分を除く。）の幅員３メートルとし、その

他の行為にあっては土地の面積１ヘクタールとする。 
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森林法施行規則（抄） 
 
                                             〔昭和26年8月1日農林省令第54号〕     

                            〔最終改正 平成29年3月10日農林水産省令第14号〕 
 
 （開発行為の許可の申請） 
第４条 法第10条の２第１項の許可を受けようとする者は、申請書（２通）に開発行為に係

る森林の位置図及び区域図並びに次に掲げる書類を添え、都道府県知事に提出しなければ

ならない。 
  一 開発行為に関する計画書 
  二 開発行為に係る森林について当該開発行為の施行の妨げとなる権利を有する者の相

  当数の同意を得ていることを証する書類 
三 許可を受けようとする者（独立行政法人等登記令（昭和39年政令第28号）第１条に規

定する独立行政法人等を除く。）が法人である場合には当該法人の登記事項証明書、法

人でない団体である場合には代表者の氏名並びに規約その他当該団体の組織及び運営

に関する定めを記載した書類 
 
  （開発行為の許可を要しない事業） 
第５条 法第10条の２第１項第３号の農林水産省令で定める事業は、次の各号のいずれかに

該当するものに関する事業とする。 
  一 鉄道事業法（昭和61年法律第92号）による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業

又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設 
 二 軌道法（大正10年法律第76号）による軌道又は同法が準用される無軌条電車の用に供

する施設 
  三 学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条に規定する学校（大学を除く。） 
  四 土地改良法（昭和24年法律第195号）第２条第２項第１号に規定する土地改良施設及

び同項第２号に規定する区画整理 
  五 放送法（昭和25年法律第132号）に規定する基幹放送の用に供する放送設備 
  六 漁港漁場整備法（昭和25年法律第137号）第３条に規定する漁港施設 
  七 港湾法（昭和25年法律第218号）第２条第５項に規定する港湾施設 
  八 港湾法第２章の規定により設立された港務局が行う事業（前号に該当するものを除 

  く。） 
九 道路運送法（昭和26年法律第183号）第２条第８項に規定する一般自動車若しくは専

用自動車道（同法第３条第１号の一般旅客自動車運送事業若しくは貨物自動車運送事業

法（平成元年法律第83号）第２条第２項に規定する一般貨物自動車運送事業の用に供す

るものに限る。）又は同号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業（路線を定めて定

期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。）若しくは貨物自動車運

送事業法第２条第２項に規定する一般貨物自動車運送事業（同条第６項に規定する特別

積合せ貨物運送をするものに限る。）の用に供する施設 
  十 博物館法（昭和26年法律第285号）第２第１項に規定する博物館 
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十一  航空法（昭和27年法律第231号）による公共の用に供する飛行場に設置される施設

で当該飛行場の機能を確保するため必要なもの若しくは当該飛行場を利用する者の利

便を確保するため必要なもの又は同法第２条第５項に規定する航空保安施設で公共の

用に供するもの 
十二 ガス事業法（昭和29年法律第51号）第２条第13項に規定するガス工作物（同条第５

項に規定する一般ガス導管事業の用に供するものに限る。） 
十三 土地区画整理法（昭和29年法律第119号）第２条第１項に規定する土地区画整理事

 業 
十四 工業用水道事業法（昭和33年法律第84号）第２条第６項に規定する工業用水道施設 
十五 自動車ターミナル法（昭和34年法律第136号）第２条第５項に規定する一般自動車

ターミナル 
十六 電気事業法（昭和39年法律第170号）第２条第１項第８号に規定する一般送電事業

又は同項第10号に規定する送電事業の用に供する同項第18号に規定する電気工作物 
十七  都市計画法（昭和43年法律第100号）第４条第15項に規定する都市計画事業（第13

号に該当するものを除く。） 
十八  熱供給事業法（昭和47年法律第88号）第２条第４項に規定する熱供給施設 
十九 石油パイプライン事業法（昭和47年法律第105号）第５条第２項第２号に規定する

事業用施設 
  （適用除外） 
第６条 法第10条の４の農林水産省令で定める森林は、宗教法人法（昭和26年法律第126号）

第３条の境内地（同条第２号及び第３号に掲げる土地を除く。）たる森林（保安林又は保

安施設地区内の森林を除く。）とする。 
２ 森林所有者は、その森林につき法第10条の４の農林水産大臣の指定を受けようとすると

きは、指定申請書（２通）に図面を添え、農林水産大臣に提出しなければならない。 
３ 農林水産大臣は、前項の指定をしたときは、その旨を関係都道府県知事及び関係市町村

の長に通知するものとする。 
  （法令により立木の伐採につき制限がある森林） 
第10条 法第10条の８第１項第８号の農林水産省令で定める森林は、次のとおりとする。 

一 砂防法（明治30年法律第29号）第２条の規定により指定された土地に係る森林 
二  鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成十四年法律第八十八号）第29条第１

項の規定により指定された特別保護地区内の森林 
三  漁業法（昭和24年法律第267号）第120条の規定により除去を制限された立木に係る森

 林 
四  文化財保護法（昭和25年法律第214号）第109条第１項の規定により指定された史跡名

勝天然記念物に係る森林及び同法第128条第１項の規定により定められた史跡名勝天然

記念物の保存のための地域内の森林 
五  自然公園法（昭和32年法律第161号）第20条第１項又は第73条第１項の規定により指

定された特別地域内の森林 
六  地すべり等防止法（昭和33年法律30号）第４条第１項の規定により指定されたぼた山

崩壊防止区域内の森林 



七  古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法（昭和41年法律第１号）第６条第

１項の規定により指定された歴史的風土特別保存地区内の森林 
八  都市計画法（昭和43年法律第100号）第８条第１項第７号の風致地区として定められ

た地区内の森林 
九  急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和44年法律第57号）第３条第１項

の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域内の森林 
十  林業種苗法（昭和45年法律第89号）第４条第１項の規定により指定された特別母樹又

は特別母樹林に係る森林 
十一 自然環境保全法（昭和47年法律第85号）第25条第１項又は第46条第１項の規定によ

り指定された特別地区内の森林 
十二 都市緑地法（昭和48年法律第72号）第12条の規定により定められた特別緑地保全地

区内の森林 
十三  明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法（昭

和55年法律第60号）第３条第１項の規定により定められた第１種歴史的風土保存地区内

の森林及び同項の規定により定められた第２種歴史的風土保存地区内の森林 
十四  絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律（平成４年法律第75号）第

37条第１項の規定により指定された管理地区内の森林 
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Ⅲ 東京都林地開発許可手続に関する規則 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





東京都林地開発許可手続に関する規則 

                                          （平成12年東京都規則第256号） 

                                 （一部改正平成16年4月１日15産労農政第1946号） 

 （趣旨） 

第１条 森林法（昭和26年法律第249号。以下「法」という。）第10条の２の規定による林地

の開発行為（以下「開発行為」という｡)に係る許可の手続きについては、法、森林法施行

令（昭和26年政令第276号）及び森林法施行規則（昭和26年農林省令第54号。以下「施行規

則」という。）に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。 

 （定義） 

第２条 この規則において、「林地」とは、法第５条に規定する地域森林計画の対象となっ

ている森林をいう。 

 （開発許可申請書） 

第３条 施行規則第２条に規定する申請書は、別記第１号様式による。 

 （開発行為着手の届出及び施行状況の報告） 

第４条 開発行為の許可を受けた者（以下「開発行為者」という。）は、当該開発行為に着

手したときは林地開発行為着手届（別記第２号様式）を、開発行為の施行中においては着

手後６月ごとに林地開発行為施行状況報告書（別記第３号様式）を知事に提出しなければ

ならない。 

 （許可標識の掲示） 

第５条 開発行為者は、開発行為の施行期間中、開発行為の区域内の見やすい場所に林地開

発行為許可標識（別記第４号様式）を掲示しなければならない。 

 （開発行為の計画変更） 

第６条 開発行為者は､許可を受けた開発行為の計画書(以下「計画書」という。）の計画内

容について次の各号のいずれかに該当する変更をするときは、林地開発許可変更申請書

(別記第５号様式)を知事に提出し、許可を受けなければならない。 

 一 開発行為に係る林地の面積を増加する変更  

 二 調節池、擁壁、排水施設その他の防災施設(以下｢防災施設」という。）の構造又は設

置箇所の変更 

 三 法第10条の２第２項各号のいずれかに該当するおそれがあると認められる変更 

２ 開発行為者は、前項各号のいずれにも該当しない計画内容の変更をするときは、あらか

じめ林地開発許可変更届（別記第６号様式）を知事に提出しなければならない。 

 （地位承継の届出） 

第７条 開発行為の完了前に相続、合併その他の事由により、開発行為者の地位を承継した

者は、速やかに林地開発行為者地位承継届（別記第７号様式）を知事に提出しなければな

らない。 
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 （住所等の異動の届出） 

第８条 開発行為者は、住所又は氏名（法人にあっては、名称、主たる事務所の所在地又は

代表者の氏名）に異動が生じたときは、速やかに林地開発行為者住所等異動届（別記第８

号様式）に異動の事実を証明する書類を添えて、知事に提出しなければならない。 

 （開発行為の中止、廃止等の届出） 

第９条 開発行為者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める届出書に

より、速やかに知事に届け出なければならない。 

 一 開発行為を中止するとき。    林地開発行為中止届  （別記第９号様式） 

 二 開発行為の期間を延長するとき。 林地開発行為期間延長届（別記第10号様式） 

 三 開発行為を再開するとき。    林地開発行為再開届  （別記第11号様式） 

 四 開発行為を廃止するとき。    林地開発行為廃止届  （別記第12号様式） 

２ 開発行為者は、前項第１号又は第４号の届出をしようとするときは、防災施設の設置に

 ついて知事の確認を受けなければならない。 

 （災害発生時における措置） 

第10条 開発行為者は、開発行為の施行期間中に災害が発生したときは、必要な応急措置を

講ずるとともに、災害発生届（別記第13号様式）に復旧計画書を添えて、知事に提出しな

ければならない。 

 （開発行為の完了の届出） 

第11条 開発行為者は、開発行為が完了したときは、速やかに林地開発行為完了届（別記第

14号様式）を知事に提出し、開発行為の内容について確認を受けなければならない。 

 （申請書又は届出書の経由及び提出部数） 

第12条 この規則の規定により知事に提出する申請書又は届出書は、東京都多摩環境事務所

の所管する区域内において開発行為を行う者にあっては所管の東京都多摩環境事務所の

長を、東京都支庁の所管する区域内において開発行為を行う者にあっては所管の東京都支

庁の長を経由しなければならない。 

２ 前項の申請書等の提出部数は、２部とする。 

（雑則） 

第13条 開発行為の許可基準については、別に知事が定める。             

            附 則 

 この規則は、平成16年４月１日から施行する。 

 

 

－22－



 
  別記 
  第１号様式（第３条関係）  

 林 地 開 発 許 可 申 請 書 
 
 
                                 年  月  日 
 
 
   東 京 都 知 事  殿 
 
 
 
                   住   所 
 
 
                   氏   名               ㊞ 
                  （法人にあっては、その事務所の所在地、名称及 
                   び代表者の氏名） 
 
   次のとおり林地の開発行為をしたいので、森林法第１０条の２第１項の規定により 
  許可を申請します。 

  開 発 行 為 に 係 る 
 
 森 林 の 所 在 場 所 

     市     町 
                       大字    字      番
     郡     村 

 

 開 発 行 為 に 係 る 森 林 
 
 の 土 地 の 面 積 

 
             ヘクタ－ル 

 開 発 行 為 の 目 的  

 開発行為の着手予定年月日  

 開発行為の完了予定年月日  

 備 考  

 
  注意事項 
 

１ 氏名を自署する場合においては、押印を省略することができる。 
２ 面積は実測とし、ヘクタールを単位として小数点以下第４位まで記載すること。  
３ 開発行為を行うことについて行政庁の許認可その他の処分を必要とする場合は、 

備考欄にその手続の状況を記載すること。 
４ 提出部数は、２部とする。 

 
                              （日本工業規格Ａ列４番） 
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 第２号様式（第４条関係）  

 林 地 開 発 行 為 着 手 届 
 
 
                                 年  月  日 
 
 
   東 京 都 知 事  殿 
 
 
                                     住 所 
 
 
                   氏 名                 ㊞ 
                  （法人にあっては、その事務所の所在地、名称及 
                   び代表者の氏名） 
 
   次のとおり林地の開発行為に着手したので、東京都林地開発許可手続に関する規則 
  第４条の規定により届け出ます。 

  許 可 年 月 日 
 
 及 び 許 可 番 号 

       年  月  日 
 
       第   号 

 

 開 発 行 為 に 係 る 
 
 森 林 の 所 在 場 所 

      市      町 
                           大字   字       番
      郡      村 

 開 発 許 可 面 積                ヘクタ－ル 

 開 発 行 為 の 目 的  

 着 手 年 月 日       年  月  日 

 完 了 予 定 年 月 日       年  月  日 

 
 備 考 

 

  注意事項 
   １ 氏名を自署する場合においては、押印を省略することができる。 
   ２ 備考欄には、開発行為に係る森林法以外の法令の規定による許認可の状況、期 
    間、年月日及び番号を記載すること。 
   ３ 提出部数は、２部とする。 

 
                              （日本工業規格Ａ列４番） 
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 第３号様式（第４条関係）    
  林地開発行為施行状況報告書 
 
 
                                 年  月  日 
 
 
   東 京 都 知 事  殿 
 
 
                                     住 所 
 
 
                   氏 名                 ㊞ 
                  （法人にあっては、その事務所の所在地、名称及 
                   び代表者の氏名） 
 
   東京都林地開発許可手続に関する規則第４条の規定により   年 月 日現在の 
  施行状況を次のとおり報告します。 

  許可年月日及び許可番号       年  月  日      第   号  

 開 発 行 為 に 係 る 
 
 森 林 の 所 在 場 所 

     市      町 
                         大字   字       番
     郡      村 

 開 発 許 可 面 積                 ヘクタール 

 開 発 行 為 の 目 的  

  工 種   計 画 数 量   出 来 高 数 量   進 ち ょ く 率 

                ﾊﾟ-ｾﾝﾄ

  注意事項 
   １ 氏名を自署する場合においては、押印を省略することができる。 
   ２ 現況写真（全景及び防災施設の設置状況等）を添付すること。 
   ３ 工程表を添付すること。 
   ４ 提出部数は、２部とする。 

 
                              （日本工業規格Ａ列４番） 
 

－25－



    第４号様式（第５条関係）  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ８ 
 ０ 
 ｃ 
 ｍ 

        林 地 開 発 行 為 許 可 標 識 

 
 許可年月日及び許可番号

 
    年  月  日      第    号 

 
 開 発 行 為 の 期 間

    年  月  日 から 
 
    年  月  日 まで 

 
 開 発 行 為 の 目 的

 

                 住 所
 事 業 者 
                 氏 名

 
              電話番号 

                 住 所
 工事施行者 
                 氏 名

 
              電話番号 

                 住 所
 現場管理者 
                 氏 名

 
              電話番号 

 開発行為の区域の略図 

  
                                    ９０ｃｍ 
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 第５号様式（第６条関係）  

 林地開発許可変更申請書 
 
                                 年  月  日 
 
 
   東 京 都 知 事  殿 
 
 
                   住   所 
 
                   氏   名               ㊞ 
                  （法人にあっては、その事務所の所在地、名称及 
                   び代表者の氏名） 
   次のとおり林地の開発行為の計画内容を変更したいので、東京都林地開発許可手続 
  に関する規則第６条第１項の規定により許可を申請します。 

  許 可 年 月 日 
 
 及 び 許 可 番 号 

      年  月  日 
 
      第    号 

 

 開 発 行 為 に 係 る 
 
 森 林 の 所 在 場 所 

      市     町 
                           大字   字       番
      郡     村 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 変 更 事 由 

 

 完 了 予 定 年 月 日       年  月  日 

  注意事項 
   １ 氏名を自署する場合においては、押印を省略することができる。 

２ 面積は実測とし、ヘクタールを単位として小数点以下第４位まで記載すること。
   ３ 提出部数は、２部とする。 
   ４ その他、必要書類を添付すること。 

 
                              （日本工業規格Ａ列４番） 
 

－27－



 第６号様式（第６条関係）  

 林 地 開 発 許 可 変 更 届 
 
                                 年  月  日 
 
 
   東 京 都 知 事  殿 
 
 
                                     住 所 
 
                   氏 名                 ㊞ 
                  （法人にあっては、その事務所の所在地、名称及 
                   び代表者の氏名） 
   次のとおり林地の開発行為の計画内容を変更するので、東京都林地開発許可手続に 
  関する規則第６条第２項の規定により届け出ます。 

  許 可 年 月 日 
 
 及 び 許 可 番 号 

      年  月  日 
 
      第    号 

 

 開 発 行 為 に 係 る 
 
 森 林 の 所 在 場 所 

      市     町 
                           大字   字       番
      郡     村 

 
 
 
 
 変 更 事 由 

 

 完 了 予 定 年 月 日       年  月  日 

 森林法以外の法令の 
 
 規定による許認可状況 

 

 そ の 他  

  注意事項 
   １ 氏名を自署する場合においては、押印を省略することができる。 
   ２ 開発行為に係る区域を変更する場合は、変更部分を明示した区域図を添付する 
    こと。 
   ３ 森林法以外の法令の規定による許認可状況欄には、許認可の状況、期間、年月 
    日及び番号を記載すること。 
   ４ その他、必要書類を添付すること。 
   ５ 提出部数は、２部とする。 

 
                              （日本工業規格Ａ列４番） 
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 第７号様式（第７条関係）    
  林地開発行為者地位承継届 
 
 
                                 年  月  日 
 
 
   東 京 都 知 事  殿 
 
 
                                     承継人 
                                     住 所 
 
                   氏 名                 ㊞ 
                  （法人にあっては、その事務所の所在地、名称及 
                   び代表者の氏名） 
                                     被承継人 
                                     住 所 
 
                   氏 名                 ㊞ 
                  （法人にあっては、その事務所の所在地、名称及 
                   び代表者の氏名） 
 
   次のとおり林地の開発行為者の地位を承継したので、東京都林地開発許可手続に関 
  する規則第７条の規定により届け出ます。 

  許可年月日及び許可番号       年  月  日      第    号  

 承 継 さ れ た 開 発 行 為 
 
 に係る森林の所在場所 

     市      町 
                         大字   字       番
     郡      村 

 承 継 さ れ た 開 発 
 
 許 可 面 積 

 
                ヘクタール 

 開 発 行 為 の 目 的  

 承 継 年 月 日      年  月  日 

 
 
 承 継 の 理 由 

 

  注意事項 
   １ 氏名を自署する場合においては、押印を省略することができる。 
   ２ 承継人の印鑑証明書を添付すること。 
   ３ 承継人が法人の場合は、登記事項証明書を添付すること。 
 
   ４ 提出部数は、２部とする。 

 
                              （日本工業規格Ａ列４番） 
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 第８号様式（第８条関係）    
  林地開発行為者住所等異動届 
 
 
                                 年  月  日 
 
 
   東 京 都 知 事  殿 
 
 
                                     住 所 
 
 
                   氏 名                 ㊞ 
                  （法人にあっては、その事務所の所在地、名称及 
                   び代表者の氏名） 
 
   次のとおり林地の開発行為者の住所等に異動が生じたので、東京都林地開発許可手 
  続に関する規則第８条の規定により届け出ます。 

  許可年月日及び許可番号      年  月  日       第   号  

 開 発 行 為 に 係 る 
 
 森 林 の 所 在 場 所 

    市      町 
                       大字   字       番
    郡      村 

 開 発 行 為 の 目 的  

 変更後 
  住所 
  氏名 
 （法人にあっては、名称、 
 主たる事務所の所在地又は 
 代表者の氏名） 

 

 変更前 
  住所 
  氏名 
 （法人にあっては、名称、 
 主たる事務所の所在地又は 
 代表者の氏名） 

 

 
 そ の 他 

 

  注意事項 
   １ 氏名を自署する場合においては、押印を省略することができる。 
   ２ 提出部数は、２部とする。 

 
                              （日本工業規格Ａ列４番） 
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 第９号様式（第９条関係）  
 

 林 地 開 発 行 為 中 止 届
  
                                 年  月  日 
 
 
   東 京 都 知 事  殿 
 
 
                                     住 所 
 
 
                   氏 名                 ㊞ 
                  （法人にあっては、その事務所の所在地、名称及 
                   び代表者の氏名） 
 
   次のとおり林地の開発行為を中止するので、東京都林地開発許可手続に関する規則 
  第９条第１項の規定により届け出ます。 

  許可年月日及び許可番号       年  月  日       第   号  

 開 発 行 為 に 係 る 
 
 森 林 の 所 在 場 所 

      市      町 
                           大字   字      番
      郡      村 

 開 発 許 可 面 積                ﾍｸﾀ-ﾙ 

 開 発 行 為 の 目 的  

 中 止 年 月 日       年  月  日 

 中 止 理 由  

 防 災 施 設 の 
 施 工 状 況 

 

 森林法以外の法令の規 
 定 に よ る 許 認 可 状 況 

 

 再 開 予 定 年 月 日       年  月  日 

  注意事項 
   １ 氏名を自署する場合においては、押印を省略することができる。 
   ２ 現況写真（全景及び防災施設の設置状況等）及び図面を添付すること。 
   ３ 森林法以外の法令の規定による許認可状況欄には、許認可の状況、期間、年月 
    日及び番号を記載すること。 
   ４ 提出部数は、２部とする。 
   ５ 再開するときは、林地開発行為再開届を提出すること。 

 
                              （日本工業規格Ａ列４番） 
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 第１０号様式（第９条関係）  

  林地開発行為期間延長届 

                                  年  月  日
 
   東 京 都 知 事  殿 
 
                                     住 所 
 
                   氏 名                 ㊞ 
                  （法人にあっては、その事務所の所在地、名称及 
                   び代表者の氏名） 
   次のとおり林地の開発行為の期間を延長するので、東京都林地開発許可手続に関す 
  る規則第９条第１項の規定により届け出ます。 

  許可年月日及び許可番号        年  月  日        第    号  

 開 発 行 為 に 係 る 
 
 森 林 の 所 在 場 所 

     市     町 
                         大字   字       番
     郡     村 

 開 発 許 可 面 積              ﾍｸﾀ-ﾙ 

 開 発 行 為 の 目 的  

 当 初 完 了 予 定 年 月 日        年  月  日 

 変 更 完 了 予 定 年 月 日        年  月  日 

 延 長 理 由  

 開 
 発 
 行 
 為 
 の 
 施 
 工 
 状 
 況 

  工 種  計 画 数 量    出来高数量  進ちょく率 (ﾊﾟ-ｾﾝﾄ) 

    

    

    

    

 森林法以外の法令の規 
 
 定 に よ る 許 認 可 状 況 

 

  注意事項 
   １ 氏名を自署する場合においては、押印を省略することができる。 
   ２ 現況写真（全景及び防災施設の設置状況等）を添付すること。 
   ３ 出来高図面及び工程表を添付すること。 
   ４ 森林法以外の法令の規定による許認可状況欄には、許認可の状況、期間、年月 
    日及び番号を記載すること。 
   ５ 提出部数は、２部とする。 

 
                              （日本工業規格Ａ列４番） 
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第１１号様式（第９条関係）  

  林 地 開 発 行 為 再 開 届 
 
                                 年  月  日

  
   東 京 都 知 事  殿 
 
 
                                     住 所 
 
                   氏 名                 ㊞ 
                  （法人にあっては、その事務所の所在地、名称及 
                   び代表者の氏名） 
   次のとおり林地の開発行為を再開するので、東京都林地開発許可手続に関する規則 
  第９条第１項の規定により届け出ます。 

  許可年月日及び許可番号      年  月  日       第    号  

 開 発 行 為 に 係 る 
 
 森 林 の 所 在 場 所 

     市     町 
                         大字   字       番
     郡     村 

 開 発 許 可 面 積              ﾍｸﾀ-ﾙ 

 開 発 行 為 の 目 的  

 
 中 止 期 間 

     年  月  日 から 
 
     年  月  日 まで 

 再 開 予 定 年 月 日      年  月  日 

 完 了 予 定 年 月 日      年  月  日 

 森林法以外の法令の規 
 
 定 に よ る 許 認 可 状 況 

 

 
 備 考 

 

  注意事項 
   １ 氏名を自署する場合においては、押印を省略することができる。 
   ２ 工程表を添付すること。 
   ３ 森林法以外の法令の規定による許認可状況欄には、許認可の状況、期間、年月 
    日及び番号を記載すること。 
   ４ 提出部数は、２部とする。 

 
                              （日本工業規格Ａ列４番） 
 
 
 

－33－



 第１２号様式（第９条関係）  

  林 地 開 発 行 為 廃 止 届 
 
                                 年  月  日 

 
   東 京 都 知 事  殿 
 
 
                                     住 所 
 
                   氏 名                  ㊞ 
                  （法人にあっては、その事務所の所在地、名称及 
                   び代表者の氏名） 
   次のとおり林地の開発行為を廃止するので、東京都林地開発許可手続に関する規則 
  第９条第１項の規定により届け出ます。 

  許可年月日及び許可番号      年  月  日       第    号  

 開 発 行 為 に 係 る 
 
 森 林 の 所 在 場 所 

     市     町 
                         大字   字       番
     郡     村 

 開 発 許 可 面 積 
 
 （う ち 開 発 済 面 積） 

             ﾍｸﾀ-ﾙ 
 
 （           ﾍｸﾀ-ﾙ ） 

 開 発 行 為 の 目 的  

 廃 止 予 定 年 月 日      年  月  日 

 廃 止 の 理 由  

 
 防 災 施 設 の 措 置 状 況 

 

 森林法以外の法令の規 
 
 定 に よ る 許 認 可 状 況 

 

 そ の 他  

  注意事項 
   １ 氏名を自署する場合においては、押印を省略することができる。 
   ２ 現況写真（全景及び防災施設の設置状況等）及び図面を添付すること。 
   ３ 開発跡地の防災施設施工状況を含む実施平面図を添付すること。 
   ４ 森林法以外の法令の規定による許認可状況欄には、許認可の状況、期間、年月 
    日及び番号を記載すること。 
   ５ 提出部数は、２部とする。 

 
                              （日本工業規格Ａ列４番） 
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 第１３号様式（第１０条関係）  

  災 害 発 生 届 
 
                                 年  月  日 

    東 京 都 知 事  殿
 
 
                                     住 所 
 
                   氏 名                 ㊞ 
                  （法人にあっては、その事務所の所在地、名称及 
                   び代表者の氏名） 
   次のとおり災害が発生したので、東京都林地開発許可手続に関する規則第10条の規 
  定により届け出ます。 

  許可年月日及び許可番号      年  月  日       第    号  

 開 発 行 為 に 係 る 
 
 森 林 の 所 在 場 所 

     市     町 
                         大字   字       番
     郡     村 

 開 発 許 可 面 積              ﾍｸﾀ-ﾙ 

 開 発 行 為 の 目 的  

 災 害 発 生 年 月 日      年  月  日 

 災 害 発 生 の 箇 所  

 災 害 面 積              ﾍｸﾀ-ﾙ 

 
 被 害 の 状 況 

 

 
 復 旧 の 方 法 

 

 復 旧 完 了 予 定 年 月 日      年  月  日 

 そ の 他  

  注意事項 
   １ 氏名を自署する場合においては、押印を省略することができる。 
   ２ 被害状況の図面及び写真で明示すること。 
   ３ 復旧に必要な計画書及び図面を添付すること。 
   ４ 提出部数は、２部とする。 

 
                              （日本工業規格Ａ列４番） 
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第１４号様式（第１１条関係）  

  林 地 開 発 行 為 完 了 届 
 
                                 年  月  日 
 
 
   東 京 都 知 事  殿

  
                                     住 所 
 
                   氏 名                 ㊞ 
                  （法人にあっては、その事務所の所在地、名称及 
                   び代表者の氏名） 
   次のとおり林地の開発行為が完了したので、東京都林地開発許可手続に関する規則 
  第11条の規定により届け出ます。 

  許可年月日及び許可番号      年  月  日       第    号  

 開 発 行 為 に 係 る 
 
 森 林 の 所 在 場 所 

     市     町 
                         大字   字       番
     郡     村 

 開 発 許 可 面 積              ﾍｸﾀ-ﾙ 

 開 発 行 為 の 目 的  

 完 了 年 月 日      年  月  日 

 防 災 施 設 の 
 
 設 置 状 況 

 

 残置森林の状況及び造成 
 
 森林（緑地）の設置状況 

 

 
 
   備      考 

 

  注意事項 
   １ 氏名を自署する場合においては、押印を省略することができる。 

２ 完了時の現況写真（全景及び防災施設の設置状況等）及び図面を添付すること。
   ３ 提出部数は、２部とする。 

 
                              （日本工業規格Ａ列４番） 
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Ⅳ 東京都林地開発許可実施要領 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
東京都林地開発許可実施要領 

 
                                          〔平成16年４月１日16環自緑第6号〕 
（目的） 
第１条 この要領は、森林法（昭和26年法律第 249号。以下「法」という。）第10条の２の

規定に基づく開発行為の許可及び第10条の３の規定に基づく監督処分等の取扱いについ

て、厳正かつ円滑な実施を図るため、森林法施行令（昭和26年政令第 276号。）、森林法

施行規則（昭和26年農林省令第54号。）及び東京都林地開発許可手続に関する規則（以下

「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 
 
（定義） 
第２条 この要領における用語の定義は次の各号のとおりとする。 
 (1) 事業区域 開発行為をしようとする森林又は緑地その他の区域 
 (2) 開発行為をしようとする森林 法第５条に規定する地域森林計画対象民有林である

森林 
 (3) 開発行為に係る森林 開発行為をしようとする森林のうち、土地の形質を変更する森

林で、一時利用する場合も含めるものとする。 
 (4) 残置森林 開発行為をしようとする森林の区域内で開発行為に係る森林以外の区域

 (5) 残置森林率 残置森林のうち、若齢林（15年生以下の森林）を除いた面積の開発行為

 をしようとする森林の面積に対する割合 
 (6) 造成森林 土地の形質を変更した森林及び森林以外の土地に造成した高木性樹木で

構成する森林 
 （7) 森林率 残置森林に開発行為をしようとする事業区域内の造成森林を加えた面積の

  開発行為をしようとする森林の面積に対する割合 
  (8) 造成緑地 土地の形質を変更した森林及び森林以外の土地に造成した低木性樹木又

  は、草本類で構成する緑地 
 
（開発行為の許可基準） 
第３条 開発行為の許可基準は、別表１「開発行為の許可基準」に定めるところによる。 
 
（開発行為の事前指導） 
第４条 開発行為の許可を受けようとする者は、許可申請前に林地開発行為事前指導申出書

（別記第１号様式）を、東京都多摩環境事務所の所管する区域内において開発行為を行う

者にあっては所管の東京都多摩環境事務所の長に、東京都支庁の所管する区域内において

開発行為を行う者にあっては所管の東京都支庁の長に申し入れを行い、事前指導を受ける

ことができる。 
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（開発許可申請書に添付する図書） 
第５条 規則第３条の規定による林地開発許可申請書に添付する関係図書は、別表２開発行

為許可申請図書一覧表（以下「申請図書一覧表」という。）によるものとする。 
 
（開発行為の変更） 
第６条 規則第６条第１項第１号の「面積の増加する変更」については、変更後の面積が 
 変更前と比べて減となっても新たに森林区域が開発対象となる場合は該当するものとす 
 る。 
２ 規則第６条第１項第２号の「構造又は設置箇所の変更」については、高さの変更及び施

設の廃止も含むものとする。 
３  規則第６条第２項の「林地開発許可変更届」については、次の各号のいずれにも該当し

ないものとする。 
  （１）開発行為の目的の変更 
  （２）開発行為の事業区域の変更 
  （３）残置森林・造成森林の形状、位置、数量の変更 
  （４）「開発行為の許可基準」の法面勾配・高さ・段数の変更 
 
（開発行為の計画変更に添付する図書） 
第７条 規則第６条の規定による林地開発許可変更申請書に変更対照表（別記第３号様式）

に変更に伴いその内容が変更される関係図書（別表２「申請図書一覧表」）を添えて提出

するものとする。 
 
（開発行為の許可標識の掲示） 
第８条 開発行為者は、当該許可標識に記載した事項に変更が生じた場合には、速やかに当

該記載した事項を書換えなければならない。 
２ 開発行為者は、当該開発行為を完了したとき、若しくは廃止したときは、速やかに許可

標識を撤去しなければならない。 
 
（開発行為の協議） 
第９条 法第10条の２第１項第１号及び第３号の規定による許可を要しない開発行為につ

いて、当該開発行為をしようとする者は、協議書（別記第４号様式）に関係図書を添えて

提出し、協議するものとする。 
２ 協議書に添付する関係図書は、別表３「連絡調整協議図書一覧表」によるものとする。 
３ 協議書は、東京都多摩環境事務所の所管する区域内において開発行為を行う者にあって

は所管の東京都多摩環境事務所の長に、東京都支庁の所管する区域内において開発行為を

行う者にあっては所管の東京都支庁の長に提出しなければならない。 
４ 前項の協議書の提出部数は、原則として２部とする。 
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（施行規定） 
第１０条 この要領に規定するもののほか、事務の取扱いに関し、必要な事項は東京都林地

開発許可等事務処理基準で定める。 
 
 附 則 
 
  この要領は、平成１６年４月１日から施行する。 
  東京都林地開発許可制度実施要領（平成１４年４月１日、１３労経農林第１７９４号）

は廃止する。 
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   別表１ 

開発行為の許可基準 

 

第１ 目 的 

  都民生活及び地域社会における森林の果す役割の重要性にかんがみ、森林の有する多目

 的機能の高度発揮を図る観点から、森林の土地の適正な利用を確保するため、森林におけ

 る開発行為の許可の適切な運用を図ることを目的とする。 

 

第２ 許可制の対象について 

  １ 許可制の対象となる森林 

        開発行為の許可制の対象となる森林は、森林法（昭和２６年法律第２４９号。以下

   「法」という。）第５条の規定によりたてられた地域森林計画の対象民有林（公有林

   を含む。）であるが、このうち法第２５条又は第２５条の２の規定により指定された

   保安林並びに法第４１条の規定により指定された保安施設地区の区域内及び海岸法

   （昭和３１年法律第１０１号）第３条の規定により指定された海岸保全区域内の森林

   は対象外とされている。 

    ２ 許可制の対象となる開発行為 

    許可を必要とする開発行為は、「土石又は樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を

変更する行為（別紙）で、森林の土地の自然的条件、その行為の態様等を勘案して政

令で定める規模をこえるもの」である。 

     (1) 開発行為の規模は、この許可制の対象となる森林における土地の形質を変更する

行為で、実施主体、実施時期又は実施箇所の相違にかかわらず一体性を有するもの

の規模をいう。 

      (2) 「森林の土地の自然的条件、その行為の態様等を勘案して政令で定める規模」は、

   森林法施行令（昭和２６年政令第２７６号。）第２条の３において、「法第１０条

   の２第１項の政令で定める規模は、専ら道路の新設又は改築を目的とする行為でそ

   の行為に係る土地の面積が１ヘクタールを越えるものにあっては道路（路肩部分及

   び屈曲部又は待避所として必要な拡幅部分を除く。）の幅員３メートル、その他の

   行為にあっては土地の面積１ヘクタールとする。」と定められているが、これは森

   林の有する公益的機能の維持に相当の影響を与えるものを規制するとともに、通常
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  の管理行為又はこれに類する軽易な行為は許可不要とする趣旨で定められたもので

  ある。 

      ア この「土地の面積」は、この許可制の対象となる森林において実際に形質を変更

    する土地の面積であって、道路の新設又は改築にあっても単に路面の面積だけでな

    く法面等の面積を含むものである。 

     なお、形質を変更する土地の周辺部に残置される森林の面積又はこの許可制の対

象外の土地における形質を変更する土地の面積は、規模の算定には含まれない。 

      イ 「専ら道路の新設又は改築を目的とする行為」には、一体とした開発行為のうち

    に道路の新設又は改築以外を目的とする土地の形質の変更は含まない。 

      ウ 「路肩部分又は屈曲部又は待避所として必要な拡幅部分」のうち、「路肩部分」

は路端から車道よりの0.5メートルの幅の道路の部分をいい、「屈曲部又は待避所

として必要な拡幅部分」はそれぞれの機能を維持するため必要最小限度のものをい

う。 

          なお、地域森林計画の計画事項である「森林の土地の保全に関する事項」（法第

５条第２項第６号）に対応して、「地域森林計画に従って森林の土地の使用又は収

益をすることを旨としなければならない」（法第８条）こととされている。 

 

第３ 開発行為の要件 

  開発行為の許可は、許可の申請書及び添付書類の記載事項が次の要件を満たすか否かに

つき審査して行うものとする。 

  １ 一般的事項 

   (1) 次の事項のすべてに該当し申請に係る開発行為を行うことが確実であること。 

    ア 開発行為に関する計画の内容が具体的であり、許可をうけた後遅滞なく申請に

     係る開発行為を行うことが明らかであること。 

    イ 開発行為に係る森林につき開発行為の施行の妨げとなる権利を有する者の相

     当数の同意を申請者が得ていることが明らかであること。 

     (注)「相当数の同意」とは、開発行為に係る森林につき開発行為の妨げとなる権

利を有する全ての者の３分の２以上の者から同意を得ており、その他の者につ

いても同意を得ることができると認められる場合を指すものとする。 

    ウ 開発行為又は開発行為に係る事業の実施について法令等による許認可等を必
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     要とする場合には、当該許認可等がなされているか又はそれが確実であることが

     明らかであること。 

    エ 申請者に開発行為を行うために必要な信用及び資力があることが明らかであ

     ること。 

   (2) 開発行為に係る土地の面積が、当該開発行為の目的実現のため必要最小限度の面

積であることが明らかであること。 

   (3) 開発行為の計画が大規模であり長期にわたるものの一部についての許可の申請

    である場合には、全体計画との関連が明らかであること。 

   (4) 開発行為により森林を他の土地利用に一時的に供する場合には、利用後における

原状回復等の事後措置が適切に行われることが明らかであること。 

   (5) 開発行為が周辺の地域の森林施業に著しい支障を及ぼすおそれがないように適

    切な配慮がなされていることが明らかであること。 

   (6) 開発行為に係る事業の目的に即して土地利用が行われることによって周辺の地

    域における住民の生活及び産業活動に相当の悪影響を及ぼすことのないように適

    切な配慮がなされていることが明らかであること。 

        (注)地域住民の生活への影響の関連でみて開発行為に係る事業の実施に伴い地域

     住民の生活環境の保全を図る必要がある場合には、申請者が関係地方公共団体等

     と環境の保全に関する協定を締結していること等が該当する。 

   (7) 開発行為をしようとする森林の区域（開発行為に係る土地の区域及び当該土地に

介在し又は隣接して残置することとなる森林又は緑地で開発行為に係る事業に密

接に関連する区域をいう。以下同じ。）内に残置し又は造成した森林又は緑地が善

良に維持管理されることが明らかであること。 

        (注)「善良に維持管理されることが明らかである」とは、残置し又は造成する森林

又は緑地につき申請者が権限を有していることを原則とし、地方公共団体との間

で森林又は緑地の維持管理につき協定が締結されていること等をいうが、この場

合において、開発行為をしようとする森林の区域内に残置し又は造成した森林に

ついては、原則として将来にわたり保全に努めることが望ましい。 

  ２ 法第10条の２第２項第１号関係事項 

   (1) 開発行為が原則として現地形にそって行われること及び開発行為による土砂の

    移動量が必要最小限度であることが明らかであること。 
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     土地の利用形態からみて土砂の移動が周辺に及ぼす影響が比較的大きいと認め

    られるスキー場の滑走コースに係る切土量は１ヘクタール当たりおおむね1,000立

    方メートル以下、ゴルフ場の造成に係る切土量、盛土量はそれぞれ18ホール当たり

    おおむね200万立方メートル以下とする。 

   (2) 切土、盛土又は捨土を行う場合には、その工法が法面の安定を確保するものであ

ること及び捨土が適切な箇所で行われること並びに切土、盛土又は捨土を行った後

に法面を生ずるときはその法面の勾配が地質、土質、法面の高さからみて崩壊のお

それのないものであり、かつ、必要に応じ小段又は排水施設の設置その他の措置が

適切に講ぜられることが明らかであること。 

     技術的なことについては、次のアからエに掲げるとおりとする。 

     ア 工法等は、次によるものであること。 

      (ｱ) 切土は、原則として階段状に行う等法面の安定が確保されるものであるこ

と。 

      (ｲ) 盛土は、必要に応じて水平層にして順次盛り上げ、十分締め固めが行われ

るものであること。 

      (ｳ) 土石の落下による下斜面等の荒廃を防止する必要がある場合には、柵工の

実施等の措置が講ぜられていること。 

      (ｴ) 大規模な切土又は盛土を行う場合には、融雪、豪雨等により災害が生ずる

おそれのないように工事時期、工法等について適切に配慮されていること。 

     イ 切土は、次によるものであること。 

      (ｱ) 法面の勾配は、地質、土質、切土高、気象及び近傍にある既往の法面の状

態等を勘案して、現地に適合した安全なものであること。 

      (ｲ) 土砂の切土高が10メートルを超える場合には、原則として高さ５メートル

ないし10メートル毎に２メートル以上の小段が設置されるほか必要に応じ

て排水施設が設置される等崩壊防止の措置が講ぜられていること。 

      (ｳ) 切土を行った後の地盤にすべりやすい土質の層がある場合には、その地盤

にすべりが生じないように杭打ちその他の措置が講ぜられていること。  

   ウ 盛土は、次によるものであること。 

      (ｱ) 法面の勾配は、盛土材料、盛土高、地形、気象及び近傍にある既往の法面

の状態等を勘案して、現地に適合した安全なものであること。盛土高がおお
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むね1.5 メートルを超える場合には、勾配が35度以下であること。 

      (ｲ) 盛土高が５メートルを超える場合には、原則として５メートル毎に２メー

トル以上の小段が設置されるほか、必要に応じて排水施設が設置される等崩

壊防止の措置が講ぜられていること。 

      (ｳ) 盛土がすべり、ゆるみ、沈下し又は崩壊するおそれがある場合には、盛土

を行う前の地盤の段切り、地盤の土の入替え、埋設工の施工、排水施設の設

置等の措置が講ぜられていること。 

     エ 捨土は、次によるものであること。 

      (ｱ) 捨土は、土捨場を設置し、土砂の流出防止措置を講じて行われるものであ

ること。この場合における土捨場の位置は、急傾斜地、湧水の生じている箇

所等を避け、人家又は公共施設との位置関係を考慮の上設定されているもの

であること。 

      (ｲ) 法面の勾配の設置、２メートル以上の小段の設定、排水施設の設置等は、

       盛土に準じて行われ土砂の流出のおそれがないものであること。 

   (3) 切土、盛土又は捨土を行う場合は、周辺の土地利用の実態からみて、擁壁の設置

その他の法面崩壊防止の措置が適切に講ぜられることが明らかであること。 

    ア 人家、学校、道路等に近接している場合は擁壁の設置その他の法面崩壊防止の

措置を講じること。 

    イ 設置される擁壁の構造は、次によるものであること。 

     (ｱ) 土圧、水圧及び自重（以下「土圧等」という。）によって擁壁が破壊されな

いこと。 

     (ｲ) 土圧等によって擁壁が転倒しないこと。この場合において、安全率は1.5 

      以上であること。 

     (ｳ) 土圧等によって擁壁が滑動しないこと。この場合において、安全率は1.5 

      以上であること。 

     (ｴ) 土圧等によって擁壁が沈下しないこと。 

     (ｵ) 擁壁には、その裏面の排水を良くするため、適正な水抜穴が設けられている

こと。 

   (4) 切土、盛土又は捨土を行った後の法面が雨水、渓流等により浸食されるおそれが

ある場合には、法面保護の措置が講ぜられることが明らかであること。 
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     法面保護は、次により行われるものであること。 

     ア 植生による保護（実播工、伏工、筋工、植生工等）を原則とし、植生による

保護が適さない場合又は植生による保護だけでは法面の浸食を防止できない

場合には、人工材料による適切な保護（吹付工、張工、法枠工、柵工、網工等）

が行われるものであること。工種は、土質、気象条件等を考慮して決定され、

適期に施行されるものであること。 

     イ 表面水、湧水、渓流等により法面が浸食され又は崩壊するおそれがある場合

には、排水施設又は擁壁の設置等の措置が講ぜられるものであること。この場

合における擁壁の構造は、(3)のイによるものであること。 

   (5) 開発行為に伴い相当量の土砂が流出し下流地域に災害が発生するおそれがある

    場合又は人家、学校、道路等が近接している場合には、開発行為に先行して十分な

    容量及び構造を有するえん堤等の設置、森林の残置等の措置が適切に講ぜられるこ

    とが明らかであること。 

     えん堤等の設置は次によるものであること。 

     ア えん堤等の容量は、次の(ｱ)、(ｲ)により算定された開発行為に係る土地の区

域からの流出土砂量を貯砂しうるものであること。 

      (ｱ) 開発行為の施行期間中における流出土砂量は、開発行為に係る土地の区域

１ヘクタール当たり１年間におおむね200立方メートルないし400立方メー

トルを標準とするが、地形、地質、気象等を考慮の上適切に定められたもの

であること。 

      (ｲ) 開発行為の終了後において、地形、地被状態等からみて、地表が安定する

までの期間に相当量の土砂の流出が想定される場合には、別途積算するもの

であること。 

     イ えん堤等の設置箇所は極力土砂の流出地点に近接した位置であること。 

     ウ えん堤等の構造は、「治山技術基準解説（総則・山地治山編）３－６－３治

山ダムの種別の選定」（平成11年７月発行）によるものであること。 

   (6) 雨水等を適切に排水しなければ災害が発生するおそれがある場合には、十分な能

力及び構造を有する排水施設が設けられることが明らかであること。 

     排水施設の能力及び構造は、次によるものであること。 

     ア 排水施設の断面は、次によるものであること。 
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      (ｱ) 排水施設の断面は、計画流量の排水が可能になるように余裕をみて定めら

れていること。この場合、計画流量は次の点により、流量は原則としてマニ

ング式により求められていること。 

       ・ 排水施設の計画に用いる雨水流出量は、原則として次式により算出され

ていること。ただし、降雨量と流出量の関係が別途高い精度で求められて

いる場合には、単位図法等によって算出することができる。 

          Ｑ＝１／360 ・ｆ・ｒ・Ａ 

              Ｑ：雨水流出量（㎥／ｓｅｃ） 

              ｆ：流出係数 

              ｒ：設計雨量強度（ｍｍ／ｈｏｕｒ） 

              Ａ：集水区域面積（ｈａ） 

       ・ 前式の適用に当たっては、次のａからｃまでによるものであること。 

        ａ 流出係数は、次の表１を参考にして定められていること。 

        ｂ 設計雨量強度は、次のｃによる単位時間内の１０年確率で想定される

雨量強度とされていること。 

        ｃ 単位時間は、到達時間を勘案して定めた表２を参考として用いられて

いること。 
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       表１                                                            

             区分 

 地表状態 

 浸   透

 能   小

 浸   透

 能   中

 浸   透 

 能   大 

 

  林    地  0.6 ～ 0.7  0.5 ～0.6  0.3 ～0.5 

  草    地  0.7 ～0.8  0.6 ～0.7  0.4 ～0.6 

  耕    地        0.7 ～0.8  0.5 ～0.7 

  裸    地    1.0  0.9 ～1.0  0.8 ～0.9 

       ※  表１の区分欄の浸透能は、地形、地質、土壌等の条件によって決定され

るものであるが、同表の区分の適用については、おおむね、山岳地は浸透

能小、丘陵地は浸透能中、平地は浸透能大としても差し支えない。 

 

 

       表２ 
 

       流 域 面 積      単 位 時 間  

    ５０ヘクタール以下          １０分 

  １００ヘクタール以下          ２０分 

  ５００ヘクタール以下          ３０分 

 

      (ｲ) 雨水のほか土砂等の流入が見込まれる場合又は排水施設の設置箇所から

       みていっ水による影響の大きい場合にあっては、排水施設の断面は、必要に

       応じて(ｱ)に定めるものより大きく定められていること。 
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     イ 排水施設の構造等は、次によるものであること。 

      (ｱ) 排水施設は、立地条件等を勘案して、その目的及び必要性に応じた堅固で

耐久力を有する構造であり、漏水が最小限度となるよう措置されていること。 

      (ｲ) 排水施設のうち暗渠である構造の部分には、維持管理上必要なます又はマ

ンホールの設置等の措置が講ぜられていること。 

      (ｳ) 放流によって地盤が洗掘されるおそれがある場合には、水叩きの設置その

他の措置が適切に講ぜられていること。 

      (ｴ) 排水施設は、排水量が少なく土砂の流出又は崩壊を発生させるおそれがな

い場合を除き、排水を河川等又は他の排水施設等まで導くように計画されて

いること。 

     （注）(6)のイの(ｴ)により河川等又は他の排水施設等に排水を導く場合には、当該

河川等又は他の排水施設等の管理者の同意を得ているものであること。「同

意」については、他の排水施設を経由して河川に排水を導き河川の管理に著し

い影響を及ぼすこととなる場合にあっては、河川管理者の同意を必要とするこ

と。下流の水道取水施設、漁業権を取得している組合等の同意を必要とするこ

と。 

   (7) 下流の流下能力を超える水量が排水されることにより災害が発生するおそれが

    ある場合には、洪水調節池等の設置その他の措置が適切に講ぜられることが明らか

    であること。 

     洪水調節池等の設置は、次によるものであること。 

     ア 洪水調節容量は、下流における流下能力を考慮の上、30年確率で想定される

雨量強度における開発中及び開発後のピーク流量を開発前のピーク流量以下

にまで調節できるものであること。また、流域の地形、地質、土地利用の状況

等に応じて必要な堆砂量が見込まれていること。 

      (注)「下流における流下能力を考慮の上」とは、開発行為の施行前において既

に３年確率で想定される雨量強度におけるピーク流量が下流における流下

能力を超えるか否かを調査の上、必要があれば、この超える流量も調節でき

る容量とすること。 

          イ 余水吐の能力は、コンクリートダムにあっては100 年確率で想定される雨量

強度におけるピーク流量の1.2 倍以上、フィルダムにあってはコンクリートダ
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ムのそれの1.2 倍以上のものであること。 

     ウ 開発行為を行う下流部に人家、学校、道路等が近接している場合は、洪水調

節池等の設置について原則として第３の２の(5)のえん堤等の構造であること。 

     エ 洪水調節の方式は、原則として自然放流方式であること。 

   (8) 飛砂、落石、なだれ等の災害が発生するおそれがある場合には、静砂垣又は落石

若しくはなだれ防止柵の設置その他の措置が適切に講ぜられることが明らかであ

ること。 

 

 ３ 法第10条の２第２項第１号の２関係事項 

   開発行為をする森林の現に有する水害の防止の機能に依存する地域において、当該開

発行為に伴い増加するピーク流量を安全に流下させることができないことにより水害

が発生するおそれがある場合には、洪水調節池の設置その他の措置が適切に講ぜられる

ことが明らかであること。 

   洪水調節池等の設置は次によるものであること。 

   (1) 洪水調節容量は、当該開発行為をする森林の下流において当該開発行為に伴いピ

ーク流量が増加することにより当該下流においてピーク流量を安全に流下させる

ことができない地点が生ずる場合には、当該地点での30年確率で想定される雨量強

度及び当該地点において安全に流下させることができるピーク流量に対応する雨

量強度における開発中及び開発後のピーク流量を開発前のピーク流量以下までに

調節できるものであること。また、流域の地形、土地利用の状況等に応じて必要な

堆砂量が見込まれていること。 

     なお、安全に流下させることができない地点が生じない場合には第３の２の(7)

    のアによるものであること。 

   ア 「当該開発行為に伴いピーク流量が増加する」か否かの判断は、当該下流のうち

当該開発行為に伴うピーク流量の増加率が原則として１％以上の範囲内とし「ピー

ク流量を安全に流下させることができない地点」とは、当該開発行為をする森林の

下流の流下能力からして、30年確率で想定される雨量強度におけるピーク流量を流

下させることが出来ない地点のうち、原則として当該開発行為による影響を最も強

く受ける地点とする。 

     なお、当該地点の選定に当って当該地点の河川等の管理者の同意を得ているもの
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でなければならない。 

   イ 余水吐の能力は、第３の２の(7)のイによるものであること。 

   ウ 洪水調節池等の構造は、第３の２の(7)のウによるものであること。 

   エ 洪水調節の方法は、第３の２の(7)のエによるものであること。 

 

 ４ 法第10条の２第２項第２号関係事項 

  (1) 他に適地がない等によりやむを得ず飲用水、かんがい用水等の水源として依存して

いる森林を開発行為の対象とする場合で、周辺における水利用の実態等からみて必要

な水量を確保するため必要があるときには、貯水池又は導水路の設置その他の措置が

適切に講ぜられることが明らかであること。 

   (注)導水路の設置その他の措置が講ぜられる場合には、取水する水源に係る河川管理

者等の同意を得ている等水源地域における水利用に支障を及ぼすおそれのないも

のであること。 

  (2) 周辺における水利用の実態等からみて土砂の流出による水質の悪化を防止する必

   要がある場合には、沈砂池の設置、森林の残置その他の措置が適切に講ぜられること

   が明らかであること。 

 

 ５ 法第10条の２第２項第３号関係事項 

  (1) 開発行為をしようとする森林の区域に開発行為に係る事業の目的、態様、周辺にお

ける土地利用の実態等に応じ相当面積の森林又は緑地の残置又は造成が適切に行われ

ることが明らかであること。 

   ア 「相当面積の森林又は緑地の残置又は造成」とは、森林又は緑地を現況のまま保

全することを原則とし、止むをえず一時的に土地の形質を変更する必要がある場合

には、速やかに伐採前の植生回復を図ることを原則として森林又は緑地が造成され

るものであること。 

     この場合において、残置し又は造成する森林又は緑地の面積の事業区域（開発行

為をしようとする森林又は緑地その他の区域をいう。以下同じ。）内の森林面積に

対する割合は、別紙の事業区域内において残置し又は造成する森林又は緑地の割合

によるものとする。 

     また、残置し又は造成する森林又は緑地は、別紙の森林の配置等により開発行為
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の規模及び地形に応じて、事業区域内の周辺部及び施設等の間に適切に配置されて

いること。 

     なお、別紙に掲げる開発行為の目的以外の開発行為については、その目的、態様、

社会的経済的必要性、対象となる土地の自然的条件等に応じ、別紙に準じて適切に

措置されていること。 

    (ｱ) 住宅団地の造成に係る「緑地」には、当面、次に掲げるものを含めることとし

て差し支えない。 

     ① 公園・緑地・広場 

     ② 隣棟間緑地、コモン・ガーデン 

     ③ 緑地帯、緑道 

     ④ 法面緑地 

     ⑤ その他上記に類するもの 

    (ｲ) 道路の新設若しくは改築又は畑地等の造成の場合であって、その土地利用の実

態からみて森林を残置し又は造成することが困難又は不適当であると認められ

るときは、森林の残置又は造成が行われないこととして差し支えない。 

   イ  造成森林については、必要に応じ植物の成育に適するよう表土の復元、客土等の

措置を講じ、地域の自然的条件に適する原則として樹高１メートル以上の高木性樹

木を、下表を標準として均等に分布するよう植栽する。なお、修景効果を併せ期待

する造成森林にあっては、できるだけ大きな樹木を植栽するよう努めるものとする。 

                                                                

   樹 高        植 栽 本 数 

   （１ヘクタール当たり） 

 

   

１メートル 

      

     ２，０００本 

  ２メートル        １，５００本 

  ３メートル        １，０００本 
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  (2) 騒音、粉じん等の著しい影響の緩和、風害等からの周辺の植生の保全等の必要が

   ある場合には、開発行為をしようとする森林の区域内の適切な箇所に必要な森林の残

      置又は必要に応じた造成が行われることが明らかであること。 

      (注)「周辺の植生の保全等」には、貴重な動植物の保護を含むものとする。また、「必

要に応じた造成」とは、必要に応じて複層林を造成する等安定した群落を造成する

ことを含むものとする。 

  (3) 景観の維持に著しい支障を及ぼすことのないように適切な配慮がなされており、

   特に市街地、主要道路等からの景観を維持する必要がある場合には、開発行為により

   生ずる法面を極力縮小するとともに、可能な限り法面の緑化を図り、また開発行為に

   係る事業により設置される施設の周辺に森林を残置し若しくは造成し又は木竹を植

   栽する等の適切な措置が講ぜられることが明らかであること。 
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【
別
紙

】
  

 
  
  

 
 
 
 
（
１
）
 開

発
行
為
に
係
る
森
林
の
面
積
が
20
ヘ
ク
タ
ー
ル
未
満
で
あ
る
場
合

 
             

 開
発
行
為
の
目
的

 事
業
区
域
内
に
お
い
て
残
置
し
又
は

 造
成
す
る
森
林
又
は
緑
地
の
割
合

 
  

 
 
 
 
 
 
森
 
 
 
林
 
 
 
の
 
 
 
配
 
 
 
置
 
 
 
等

 
 

 別
荘
地
の
造
成

 
  
残
置
森
林
率
は
お
お
む
ね
60
パ
ー

 セ
ン
ト
以
上
と
す
る
。

 
 １

 
原
則
と
し
て
周
辺
部
に
幅
お
お
む
ね
30
メ
ー
ト
ル
以
上
の
残
置
森
林
又
は
造
成
森
林
を
配
置
す
る
。

 
 ２

 
１
区
画
の
面
積
は
お
お
む
ね
1,
00
0 
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
し
、
建
物
敷
等
の
面
積
は
そ
の
面
積
の
お
お

 
  

む
ね
30
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
と
す
る
。

 

 ス
キ
ー
場
の
造
成

  
残
置
森
林
率
は
お
お
む
ね
60
パ
ー

 セ
ン
ト
以
上
と
す
る
。

 
 １

 
原
則
と
し
て
周
辺
部
に
幅
お
お
む
ね
30
メ
ー
ト
ル
以
上
の
残
置
森
林
又
は
造
成
森
林
を
配
置
す
る
。

 
 ２

 
滑
走
コ
ー
ス
の
幅
は
お
お
む
ね
50
メ
ー
ト
ル
以
下
と
し
、
複
数
の
滑
走
コ
ー
ス
を
並
列
し
て
配
置
す
る
場

 
  

合
は
そ
の
間
の
中
央
部
に
幅
お
お
む
ね
 1
00
メ
ー
ト
ル
以
上
の
残
置
森
林
を
配
置
す
る
。

 
 ３

 
滑
走
コ
ー
ス
の
上
、
下
部
に
設
け
る
ゲ
レ
ン
デ
等
は
１
箇
所
当
た
り
お
お
む
ね
５
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
下
と
す

 
  
 る

。
ま
た
、
ゲ
レ
ン
デ
等
と
駐
車
場
と
の
間
に
は
幅
お
お
む
ね
30
メ
ー
ト
ル
以
上
の
残
置
森
林
又
は
造
成
森

 
  

林
を
配
置
す
る
。

 

 ゴ
ル
フ
場
の
造
成

  
森
林
率
は
お
お
む
ね
50
パ
ー
セ
ン

 ト
 (
残
置
森
林
率
は
お
お
む
ね
40

パ
ー
セ
ン
ト
)以

上
と
す
る
。

 

 １
 
原
則
と
し
て
周
辺
部
に
幅
お
お
む
ね
30
メ
ー
ト
ル
以
上
の
残
置
森
林
又
は
造
成
森
林
( 
残
置
森
林
は
原
則

 
  

と
し
て
お
お
む
ね
20
メ
ー
ト
ル
以
上
）
を
配
置
す
る
。

 
 ２

 
ホ
ー
ル
間
に
幅
お
お
む
ね
30
メ
ー
ト
ル
以
上
の
残
置
森
林
又
は
造
成
森
林
（
残
置
森
林
は
お
お
む
ね
20
メ

 
  

ー
ト
ル
以
上
）
を
配
置
す
る
。

 

 宿
泊
施
設
、
レ
ジ

 ャ
ー
施
設
の
設
置

  
森
林
率
は
お
お
む
ね
50
パ
ー
セ
ン

 ト
 (
残
置
森
林
率
は
お
お
む
ね
40

パ
ー
セ
ン
ト
)以

上
と
す
る
。

 

 １
 
原
則
と
し
て
周
辺
部
に
幅
お
お
む
ね
30
メ
ー
ト
ル
以
上
の
残
置
森
林
又
は
造
成
森
林
を
配
置
す
る
。

 
 ２

 
建
物
敷
の
面
積
は
事
業
区
域
の
面
積
の
お
お
む
ね
40
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
と
し
、
事
業
区
域
内
に
複
数
の
宿

 
  

泊
施
設
を
設
置
す
る
場
合
は
極
力
分
散
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

 
 ３

 
レ
ジ
ャ
ー
施
設
の
開
発
行
為
に
係
る
１
箇
所
当
た
り
の
面
積
は
お
お
む
ね
５
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
下
と
し
、
事

 
  
 業

区
域
内
に
こ
れ
を
複
数
設
置
す
る
場
合
は
、
そ
の
間
に
幅
お
お
む
む
30
メ
ー
ト
ル
以
上
の
残
置
森
林
又
は

 
  

造
成
森
林
を
配
置
す
る
。
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 開
発
行
為
の
目
的

 事
業
区
域
内
に
お
い
て
残
置
し
又
は

 造
成
す
る
森
林
又
は
緑
地
の
割
合

 
  

 
 
 
 
 
 
森
 
 
 
林
 
 
 
の
 
 
 
配
 
 
 
置
 
 
 
等

 
 

 学
校
、
工
場
、
事

 業
場
の
設
置

 
 グ

ラ
ン
ド
の
造
成

 霊
園
の
造
成

 
 残

土
処
分

 

  
森
林
率
は
お
お
む
ね
25
パ
ー
セ
ン

 ト
以
上
と
す
る
。

 
 １

 
原
則
と
し
て
、
周
辺
に
お
お
む
ね
30
メ
ー
ト
ル
程
度
の
残
置
森
林
又
は
造
成
森
林
を
配
置
す
る
。

 
 ２

 
事
業
区
域
内
に
こ
れ
を
複
数
造
成
す
る
場
合
は
、
そ
の
間
に
幅
お
お
む
ね
30
メ
ー
ト
ル
以
上
の
残
置
森
林

 
  

又
は
造
成
森
林
を
配
置
す
る
。

 

 住
宅
団
地
の
造
成

  
森
林
率
は
お
お
む
ね
20
パ
ー
セ
ン

  
ト
以
上
(緑

地
を
含
む
）
と
す
る
。

 １
 
極
力
、
周
辺
部
に
森
林
・
緑
地
を
配
置
す
る
。

 
 ２

 
事
業
区
域
内
に
こ
れ
を
複
数
造
成
す
る
場
合
は
、
そ
の
間
に
幅
お
お
む
ね
30
メ
ー
ト
ル
以
上
の
残
置
森
林

 
又
は
造
成
森
林
・
緑
地
を
配
置
す
る
。

 

 土
石
等
の
採
掘

 
 

 １
 
原
則
と
し
て
周
辺
部
に
幅
お
お
む
ね
30
メ
ー
ト
ル
以
上
の
残
置
森
林
又
は
造
成
森
林
を
配
置
す
る
。

 
 ２

 
採
掘
跡
地
は
必
要
に
応
じ
埋
め
戻
し
を
行
い
、
緑
化
及
び
植
栽
す
る
。
ま
た
、
法
面
は
可
能
な
限
り
緑
化

 
  

し
小
段
平
坦
部
に
は
必
要
に
応
じ
客
土
等
を
行
い
植
栽
す
る
。

 

  
 
 
 
 
（
注
）
１
 
「
残
置
森
林
率
」
と
は
、
残
置
森
林
（
残
置
す
る
森
林
）
の
う
ち
若
齢
林
（
15
年
生
以
下
の
森
林
) 
を
除
い
た
面
積
の
事
業
区
域
内
の
森
林
の
面
積
に
対
す
る

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
割
合
を
い
う
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
２
 
「
森
林
率
」
と
は
、
残
置
森
林
及
び
造
成
森
林
（
植
栽
に
よ
り
造
成
す
る
森
林
で
あ
っ
て
硬
岩
切
土
面
等
の
確
実
な
成
林
が
見
込
ま
れ
な
い
箇
所
を
除
く
。
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
面
積
の
事
業
区
域
内
の
森
林
の
面
積
に
対
す
る
割
合
を
い
う
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
３
 
「
ゲ
レ
ン
デ
等
」
と
は
、
滑
走
コ
ー
ス
の
上
、
下
部
の
ス
キ
ー
ヤ
ー
の
滞
留
場
所
で
あ
り
、
リ
フ
ト
乗
降
場
、
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
等
の
施
設
用
地
を
含
む
区
域
を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
う
。
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 （

２
）
  
 開

発
行
為
に
係
る
森
林
の
面
積
が
２
0ヘ

ク
タ
ー
ル
以
上
で
あ
る
場
合
に
使
用
す
る
。

 
             

 開
発
行
為
の
目
的

 事
業
区
域
内
に
お
い
て
残
置
し
又
は

 造
成
す
る
森
林
又
は
緑
地
の
割
合

 
  

 
 
 
 
 
 
森
 
 
 
林
 
 
 
の
 
 
 
配
 
 
 
置
 
 
 
等

 
 

 別
荘
地
の
造
成

 
  
残
置
森
林
率
は
お
お
む
ね
70
パ
ー

 セ
ン
ト
以
上
と
す
る
。

 
 １

 
原
則
と
し
て
周
辺
部
に
幅
お
お
む
ね
50
メ
ー
ト
ル
以
上
の
残
置
森
林
又
は
造
成
森
林
を
配
置
す
る
。

 
 ２

 
１
区
画
の
面
積
は
お
お
む
ね
1,
00
0 
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
。

 
 ３

 
１
区
画
の
建
物
敷
の
面
積
は
お
お
む
ね
20
0平

方
メ
ー
ト
ル
以
下
と
し
、
建
物
敷
そ
の
他
付
帯
施
設
の
 

面
積
は
１
区
画
の
面
積
の
お
お
む
ね
20
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
と
す
る
。

 
 ４

 
建
築
物
の
高
さ
は
当
該
森
林
の
期
待
平
均
樹
高
以
下
と
す
る
。

 

 ス
キ
ー
場
の
造
成

  
残
置
森
林
率
は
お
お
む
ね
70
パ
ー

 セ
ン
ト
以
上
と
す
る
。

 
 １

 
原
則
と
し
て
周
辺
部
に
幅
お
お
む
ね
50
メ
ー
ト
ル
以
上
の
残
置
森
林
又
は
造
成
森
林
を
配
置
す
る
。

 
 ２

 
滑
走
コ
ー
ス
の
幅
は
お
お
む
ね
50
メ
ー
ト
ル
以
下
と
し
、
複
数
の
滑
走
コ
ー
ス
を
並
列
し
て
配
置
す
る
場

 
  

合
は
そ
の
間
の
中
央
部
に
幅
お
お
む
ね
 1
00
メ
ー
ト
ル
以
上
の
残
置
森
林
を
配
置
す
る
。

 
 ３

 
滑
走
コ
ー
ス
の
上
、
下
部
に
設
け
る
ゲ
レ
ン
デ
等
は
１
箇
所
当
た
り
お
お
む
ね
５
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
下
と
す

 
  
 る

。
ま
た
、
ゲ
レ
ン
デ
等
と
駐
車
場
と
の
間
に
は
幅
お
お
む
ね
50
メ
ー
ト
ル
以
上
の
残
置
森
林
又
は
造
成
を

 
  

林
を
配
置
す
る
。

 
 ４

 
滑
走
コ
ー
ス
の
造
成
に
当
た
っ
て
は
原
則
と
し
て
土
地
の
形
質
変
更
は
行
わ
な
い
こ
と
と
し
、
止
む
を
得

 
  

 ず
行
う
場
合
に
は
、
造
成
に
係
る
切
土
量
は
、
１
ヘ
ク
タ
ー
ル
当
た
り
お
お
む
ね
1,
00
0立

方
メ
ー
ト
ル
以
下
 

と
す
る
。

 

 ゴ
ル
フ
場
の
造
成

  
森
林
率
は
お
お
む
ね
70
パ
ー
セ
ン

 ト
以
上
と
す
る
。
(残

置
森
林
率
は

お
お
む
ね
60
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
) 

 １
 
原
則
と
し
て
周
辺
部
に
幅
お
お
む
ね
50
メ
ー
ト
ル
以
上
の
残
置
森
林
又
は
造
成
森
林
( 
残
置
森
林
は
原
則

 
  

と
し
て
お
お
む
ね
40
メ
ー
ト
ル
以
上
）
を
配
置
す
る
。

 
 ２

 
ホ
ー
ル
間
に
幅
お
お
む
ね
50
メ
ー
ト
ル
以
上
の
残
置
森
林
又
は
造
成
森
林
（
残
置
森
林
は
お
お
む
ね
40
メ

 
  

ー
ト
ル
以
上
）
を
配
置
す
る
。

 
 ３

 
切
土
量
、
盛
土
量
は
そ
れ
ぞ
れ
18
ホ
ー
ル
当
た
り
お
お
む
ね
15
0万

立
方
メ
ー
ト
ル
以
下
と
す
る
。
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 開
発
行
為
の
目
的

 事
業
区
域
内
に
お
い
て
残
置
し
又
は

 造
成
す
る
森
林
又
は
緑
地
の
割
合

 
  

 
 
 
 
 
 
森
 
 
 
林
 
 
 
の
 
 
 
配
 
 
 
置
 
 
 
等

 
 

 宿
泊
施
設
、
レ
ジ

 ャ
ー
施
設
の
設
置

  
森
林
率
は
お
お
む
ね
70
パ
ー
セ
ン

 ト
以
上
と
す
る
。

 
 １

 
原
則
と
し
て
周
辺
部
に
幅
お
お
む
ね
50
メ
ー
ト
ル
以
上
の
残
置
森
林
又
は
造
成
森
林
を
配
置
す
る
。

 
 ２

 
建
物
敷
の
面
積
は
事
業
区
域
の
面
積
の
お
お
む
ね
20
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
と
し
、
事
業
区
域
内
に
複
数
の
宿

 
  

泊
施
設
を
設
置
す
る
場
合
は
極
力
分
散
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

 
 ３

 
レ
ジ
ャ
ー
施
設
の
開
発
行
為
に
係
る
１
箇
所
当
た
り
の
面
積
は
お
お
む
ね
５
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
下
と
し
、
事

 
  
 業

区
域
内
に
こ
れ
を
複
数
設
置
す
る
場
合
は
、
そ
の
間
に
幅
お
お
む
む
50
メ
ー
ト
ル
以
上
の
残
置
森
林
又
は

 
  

造
成
森
林
を
配
置
す
る
。

 

  
学
校
、
工
場
事

 業
場
の
設
置

 
 グ

ラ
ン
ド
の
造
成

 霊
園
の
造
成

 
 残

土
処
分

 

  
森
林
率
は
お
お
む
ね
35
パ
ー
セ
ン

 ト
以
上
と
す
る
。

 
 １

 
原
則
と
し
て
、
周
辺
に
お
お
む
ね
50
メ
ー
ト
ル
程
度
の
残
置
森
林
又
は
造
成
森
林
を
配
置
す
る
。

 
 ２

 
開
発
行
為
に
係
る
１
箇
所
当
た
り
の
面
積
は
お
お
む
ね
20
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
下
と
し
、
事
業
区
域
内
に
 

こ
れ
を
複
数
造
成
す
る
場
合
は
、
そ
の
間
に
幅
お
お
む
ね
50
メ
ー
ト
ル
以
上
の
残
置
森
林
又
は
造
成
森
林
を
 

配
置
す
る
。

 

 住
宅
団
地
の
造
成

  
森
林
率
は
お
お
む
ね
30
パ
ー
セ
ン

 ト
以
上
（
緑
地
を
含
む
）
と
す
る
。

 １
 
事
業
区
域
内
の
開
発
行
為
に
係
る
森
林
の
面
積
が
20
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
の
場
合
は
原
則
と
し
て
周
辺
部
に

 
  
 幅

お
お
む
ね
50
メ
ー
ト
ル
以
上
の
残
置
森
林
又
は
造
成
森
林
・
緑
地
を
配
置
す
る
。
こ
れ
以
外
の
場
合
に
あ

 
  

っ
て
も
極
力
周
辺
部
に
森
林
・
緑
地
を
配
置
す
る
。

 
 ２

 
開
発
行
為
に
係
る
１
箇
所
当
た
り
の
面
積
は
お
お
む
ね
20
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
下
と
し
、
事
業
区
域
内
に
こ
れ

 
  
 を

複
数
造
成
す
る
場
合
は
、
そ
の
間
に
幅
お
お
む
ね
50
メ
ー
ト
ル
以
上
の
残
置
森
林
又
は
造
成
森
林
・
緑
地

 
  

を
配
置
す
る
。

 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
   

－58－



  
 開

発
行
為
の
目
的

 事
業
区
域
内
に
お
い
て
残
置
し
又
は

 造
成
す
る
森
林
又
は
緑
地
の
割
合

 
  

 
 
 
 
 
 
森
 
 
 
林
 
 
 
の
 
 
 
配
 
 
 
置
 
 
 
等

 
 

 土
石
等
の
採
掘

 
 

 １
 
原
則
と
し
て
周
辺
部
に
幅
お
お
む
ね
50
メ
ー
ト
ル
以
上
の
残
置
森
林
又
は
造
成
森
林
を
配
置
す
る
。

 
 ２

 
採
掘
跡
地
は
必
要
に
応
じ
埋
め
戻
し
を
行
い
、
緑
化
及
び
植
栽
す
る
。
ま
た
、
法
面
は
可
能
な
限
り
緑
化

 
  

し
小
段
平
坦
部
に
は
必
要
に
応
じ
客
土
等
を
行
い
植
栽
す
る
。

 

  
 
 
 
 
（
注
）
１
 
「
残
置
森
林
率
」
と
は
、
残
置
森
林
（
残
置
す
る
森
林
）
の
う
ち
若
齢
林
（
15
年
生
以
下
の
森
林
) 
を
除
い
た
面
積
の
事
業
区
域
内
の
森
林
の
面
積
に
対
す
る

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
割
合
を
い
う
。

 
  
  
 
 
 
  

 
 ２

 
「
森
林
率
」
と
は
、
残
置
森
林
及
び
造
成
森
林
（
植
栽
に
よ
り
造
成
す
る
森
林
で
あ
っ
て
硬
岩
切
土
面
等
の
確
実
な
成
林
が
見
込
ま
れ
な
い
箇
所
を
除
く
。
）

 
  
  
  

 
 
  
 
  
 の

面
積
の
事
業
区
域
内
の
森
林
の
面
積
に
対
す
る
割
合
を
い
う
。

 
  
  
  

 
 
 
  
 ３

 
「
ゲ
レ
ン
デ
等
」
と
は
、
滑
走
コ
ー
ス
の
上
、
下
部
の
ス
キ
ー
ヤ
ー
の
滞
留
場
所
で
あ
り
、
リ
フ
ト
乗
降
場
、
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
等
の
施
設
用
地
を
含
む
区
域
を

 
  
  
  
  
  
 
 
 n
 
 い

う
。
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 （別記第１号様式） 
 

林地開発行為事前指導申出書 
 
                             平成  年  月  日 
 
  多 摩 環 境 事 務 所 長 
              殿 
  支 庁 長 
 
                  住 所 
 
                  氏 名                 ㊞ 
                 （法人にあっては、その事務所の所在地、名称及 
                  び代表者の氏名） 
 林地開発許可申請に先だち、あらかじめ事前指導を受けたいので申し出ます。  

 開発行為に係る森林 
 
 の 所 在 場 所 

     市     町 
            大字    字       番 
     郡     村 

 開発行為に係る森林 
 
 の 土 地 の 面 積 

 
             ヘクタ－ル 

 
 開 発 行 為 の 目 的 

 

 開発行為の着手予定 
 
 年 月 日 

 
    平成   年   月   日 

 開発行為の完了予定 
 
 年 月 日 

 
       平成   年   月   日（事業期間   か月）

 
 用 地 の 権 利 関 係 

 

 
 備 考 

 

 
 注意事項 
 １ 氏名を自署する場合においては、押印を省略することができる。 
 ２ 面積は実測とし、ヘクタールを単位として、小数点以下第４位まで記載のこと。  

３ 備考欄には、開発行為を行うことについて行政庁の許認可その他の処分を必要と  

 する場合には、その手続の状況を記載すること。 
 ４ 添付書類は、事業計画書、位置図、土地利用計画図、その他参考資料とする。 

－60－



 別表２ 
開発行為許可申請図書一覧表 

  

 №   図 書 名       摘           要  様式№

 １  計 画 概 要 書   ２ー１

 ２  計画概要書付属明細書   ２ー２

 ３  土 地 利 用 計 画 書   ２ー３

 ４  林 地 開 発 行 為 工 程 表   ２ー４

 ５  防 災 計 画 概 要 書   ２ー５

 ６  堰堤及び洪水調節池一覧表   ２ー６

 ７  他法令の許認可関係調書  許認可通知文書を添付すること  ２ー７

 ８  資 金 計 画 書  残高証明書は申請日前３か月以内のもの  ２ー８

 ９  土地所有権者の同意書  印鑑証明書を添付すること  ２ー９

 10  土地有権者との契約書の写   

 11  土 地 登 記 事 項 証 明 書  申請日前３か月以内のもの  

 12  公共施設管理者の同意書  道路使用承認等を含む  

 13  法人の登記事項証明書  申請日前３か月以内のもの  

 14  図 面  付表に基づき作成すること  付表 
 １－１

 １－２
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 別表３ 
 

開発行為の協議（連絡調整）図書一覧表  

 №   図 書 名       摘           要  様式№

 １  計 画 概 要 書   ２ー１

 ２  計画概要書付属明細書   ２ー２

 ３  土 地 利 用 計 画 書   ２ー３

 ４  林 地 開 発 行 為 工 程 表   ２ー４

 ５  防 災 計 画 概 要 書   ２ー５

 ６  他法令の許認可関係調書   ２ー７

 ７  位 置 図  １／5,000 以上として付表に準じて作成す 
 ること 

 

 ８  区 域 図  １／2,500 以上     〃  

 ９  土 地 利 用 計 画 平 面 図  １／2,500 以上     〃  

 10  防 災 計 画 図  １／2,500 以上     〃  

 11  面 積 計 算 図  １／2,500 以上     〃  

 12  土 工 定 規 図  １／100 以上     〃  

 13  横 断 図  １／200 以上     〃  

 14  縦 断 図  横１／1,000 縦１／200  
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（別記第２－１号様式） 
計 画 概 要 書  

         計 画 概 要 

 開発行為に係る事業又は施設の名称  

 開 
 発 
 面 
 積 
 等 

 開発行為をしようとする事業区域面積  （今期計画）/（全体計画） ヘクタール

 開発行為をしようとする森林区域面積              /             ヘクタール

 開 発 行 為 に 係 る 森 林 面 積              /             ヘクタール

 
 
 現 
 
 
 
 
 
 況 

   地 形      標高    ｍ～   ｍ  平均傾斜度    度 
 
  地 質      基 岩           土 壌 

 人工林（主要樹種名       ）天然林（主要樹種名        ） 

     立  木  地  
 未 立 木 地

 
 伐 採 跡 地

 
 岩 石 地 等 

 
 竹    林

 人 工 林  天 然 林 

         ﾍｸ
        ﾀｰﾙ

         ﾍｸ 
        ﾀｰﾙ 

         ﾍｸ
        ﾀｰﾙ

         ﾍｸ
        ﾀｰﾙ

         ﾍｸ 
        ﾀｰﾙ 

           ﾍｸ
          ﾀｰﾙ

 開 
 発 
 行 
 為 
 の 
 内 
 容 

 
 全 体 計 画

 

 
 期 別 計 画

 

 施行業者 
 （住所・氏名）

 

 事 業 期 間       着手後       ケ月 

 
 残置森林、造成

 
 森林、緑地の面

 
 積及び森林面積

 
 に対する割合等

 
 項目 

  残 置 森 林  造      成

 
 森      林

 
 合      計 

 
 緑   地

 林齢16年

 以上 
 若 齢 林

 15年生以下

 
 面積 

       ﾍｸ
      ﾀｰﾙ

       ﾍｸ
      ﾀｰﾙ

         ﾍｸ
        ﾀｰﾙ

         ﾍｸ 
        ﾀｰﾙ 

         ﾍｸ
        ﾀｰﾙ

 
 割合 

      ％       ％         ％         ％          ％
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 事 業 経 費 

    事  業  資  金 
          （千円） 

          資金調達方法 

  種類又は名称  金額（千円）

 
 内 
 
 
 
 訳 

 用 地 費   
 内
 
 
 
 訳

  

 工 事 費    

    

 そ の 他    

    

 
 防 
 災 
 施 
 設 
 工 
 事 
 等 
 の 
 設 
 計 
 方 
 針 

 
 土 木 関 係 

 総切取土量       ㎥  切取法勾配  １： 
 総盛土量        ㎥  盛土法勾配  １： 
 残土量         ㎥ 

 
 災害防止対策 
 
 等 

 土留工（擁壁）     ｍ  植栽工        ㎡ 
 暗渠工         ｍ  法面緑化工      ㎡ 
 水路工         ｍ 
 沈砂池         個 （貯砂能力      ㎥） 
 洪水調節池       個 （調節能力      ㎥） 

 維持管理方法 
 その他、特に 
 配慮する事項 

 

 残置森林・造成森 
 
 林の維持管理方法 

 

 一時的利用の場合 
 は利用後の原状回 
 復方法 

 

 周辺地域における 
 住宅、道路、公園 
 、その他の施設の 
 状況 

 

 当該森林の水源か 
 ん養機能に直接依 
 存する地域の水需 
 要の状況 

 ・飲料水源の有無 
 ・防火用水等に関する利用の有無 
 ・漁業関係施設の有無 
 ・水源を依存する農地の有無 

 
 そ の 他 

 
 森林施業上での影響の有無、隣接土地所有者の同意の有無 
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（

別
記

第
２

－
２

号
様

式
）

 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
計

画
概

要
書

付
属

明
細

書
 

                     

  
土

地
の

所
在

場
所

 
 事

 
業

   区
 

域
   面

 
積

 開
発

行
為

  を
し

よ
う

  と
す

る
  森

林
面

積

  
 

左
の

面
積

の
内

訳
 

  
森

 
  
林

 
  
以

 
  
外

 
  
の

 
  
面

 
  
積

 

  残  置  森  林  率

  森   林   率

 土
地

の
登

記
済

の
権

利
に

つ
い

て
 開

発
行

為
  の

た
め

の
  権

利
取

得
  状

 
 

況

 
  

郡
 

   
・

 
   

市
 

  
町

 
   

・
 

   
村

 

   大   字   

   字

   地
 

番
  森

林
の

現
況

 
 開

発
行

為
に

係
る

森
林

の
面

積
 残

置
森

林
面

積
  
権

 
  
利

 
  
の

 
  
種

 
  
類

 

   権
利

者
住

所
・

氏
名

  
樹

 
   
種

 

  
林

 
   

齢
 

  用
途

面
積

  造
成

森
林

  造
成

緑
地

   
 
計

 
 1

5
年

生
 

  以
 

下
  1

6
年

生
  以

 
上

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
  合

 
計

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
   

①
 

   
 
②

 
   

 
③

 
   

 
④

 
   

 
⑤

 
   

 
⑥

 
   

⑦
 

   
⑧

 
   
⑨

 
  ⑩

  ⑪
   
⑫

 
   

 
 

 
⑬

 
   

 
⑭

 

  
 

（
注

意
事

項
）

 
 

 
 

１
 

土
地

の
所

在
場

所
は

土
地

登
記

事
項

証
明

書
を

参
照

し
、

事
業

区
域

の
全

地
番

を
正

確
に

記
載

す
る

 
 

 
 

 
 

６
 

⑩
の

率
は

②
の

面
積

に
対

す
る

⑧
の

比
を

百
分

率
を

も
っ

て
合

計
欄

に
小

数
点

以
下

第
１

位
ま

で
記

 
 

 
 

 
こ

と
。

事
業

区
域

と
は

、
開

発
行

為
を

し
ょ

う
と

す
る

森
林

と
そ

の
他

の
森

林
及

び
そ

の
他

の
土

地
を

 
 

 
 

 
 

 
載

す
る

こ
と

。
 

 
 

 
 

合
計

し
た

も
の

で
あ

る
こ

と
。

（
②

＋
⑨

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
７

 
⑪

の
率

は
②

の
面

積
に

対
す

る
（

④
＋

⑦
＋

⑧
）

の
比

を
百

分
率

を
も

っ
て

合
計

欄
に

小
数

点
以

下
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

第
１

位
ま

で
記

載
す

る
こ

と
。

 
 

 
 

２
 

①
の

面
積

は
、

地
番

１
筆

の
全

面
積

を
（

 
）

書
き

で
上

段
に

記
載

す
る

と
と

も
に

下
段

に
裸

書
で

 
 

 
 

 
 

 
 

な
お

、
開

発
目

的
が

住
宅

団
地

の
造

成
の

場
合

は
②

の
面

積
に

対
す

る
（

④
＋

⑤
＋

⑦
＋

⑧
）

の
比

 
 

 
 

 
事

業
区

域
の

面
積

を
記

載
す

る
こ

と
。

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
を

百
分

率
を

も
っ

て
記

載
す

る
こ

と
。

 
  

 
 

３
 

②
の

面
積

は
、

①
の

裸
書

記
載

の
事

業
区

域
面

積
の

う
ち

、
森

林
法

第
５

条
に

い
う

森
林

の
面

積
を

 
 

 
 

 
 

８
 

⑫
の

欄
に

は
所

有
権

、
地

上
権

等
に

つ
い

て
記

載
す

る
こ

と
。

 
 

 
 

 
記

載
す

る
こ

と
。

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

９
 

１
筆

の
土

地
の

場
合

で
も

記
載

す
る

こ
と

。
 

 
 

 
４

 
⑥

の
開

発
行

為
に

係
る

森
林

の
面

積
と

は
、

実
際

に
土

地
の

形
質

を
変

更
等

を
す

る
面

積
で

あ
る

。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1
0
 

面
積

は
、

ヘ
ク

タ
－

ル
を

単
位

と
し

、
小

数
点

以
下

第
４

位
ま

で
記

載
す

る
こ

と
。

 
 

 
 

５
 

③
と

④
及

び
⑤

の
面

積
が

重
複

す
る

場
合

は
、

④
と

⑤
の

面
積

は
③

の
内

数
と

し
、

（
 

）
書

き
す

 
 

 
 

 
る

こ
と

。
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（別記第２－３号様式） 
 

土 地 利 用 計 画 書 
                                 単位：ｈａ  

           開発前区分 
 
 開発後区分 
    （例示） 

 
 森    林

 
 農    地

 
 そ の 他 

 
     計 

  法面・平坦地     

  工場・建物用地     

  調節池     

  沈殿池     

  公共用地     

  保全区域     

   小計     

  造成緑地     

  造成森林     

   小計     

  残置森林     

     

     

     

     

     

     

         計     
 
（注）１ 開発後区分と造成緑地・造成森林とが重複する場合は、造成緑地・造成森林 
    の面積を（  ）書きとすること。 
   ２ 面積は、ヘクタールを単位とし、少数点以下第４位まで記載すること。 
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 （
 
別
   記

   第
  ２
 －
 ４
  号
   様

   式
 
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
林

地
開

発
行

為
工

程
表

 
            

 
 平
 
成
 
 
 
 
年

 
 平
 
成
 
 
 
 
年

 
 平
 
成
 
 
 
 
年

 

 
 
工
 
 
 
種

 
  数

 
量

 
 １

  ２
  ３

 ４
 ５

 ６
 ７

 ８
 ９

 10
 11

 12
 １

 ２
 ３

 ４
 ５

 ６
 ７

  ８
  ９

 10
 11

 12
 １

 ２
 ３

 ４
 ５

 ６
 ７

 ８
 ９

 10
 11

 12

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
  
備
 
 
 
 
 
 
考
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（別記第２－５号様式） 
防 災 計 画 概 要 書  

 
 
 
 
 
 
 土 木 関 係 

 切土量         ㎥  盛土量         ㎥ 
 残土量          ㎥ 
残土処理 場 所： 
最大切取高       ｍ  切取法面勾配 割 分（ 度）
ステップ高       ｍ  ステップ幅 
最大盛土高       ｍ  盛土法面勾配 割 分（ 度）
ステップ高       ｍ  ステップ幅 

 
 切取法面 
 盛土法面 
 残土法面 
 そ の 他 

  緑 化 面 積 
                 ㎡
                 ㎡
                 ㎡

  緑 化 工 法 

 
 
 
 主 要 構 造 物 

 擁壁 工種： 
    延長    ｍ 高さ   ｍ 前法勾配  割  分 
    天端幅   ｍ 
 柵工 工種： 
    延長    ｍ 高さ   ｍ 
 その他 

 
 
 
 
 雨 水 排 水 施 設 
 （水路、調整池等） 

 集水区域面積         ｈａ 
 雨量強度           ｍｍ／ｈ 
 水路 工種： 
    延長     ｍ 高さ    ｍ 幅    ｍ 
    安全率    ％ 
 暗渠等工種： 
    延長     ｍ 高さ    ｍ 幅    ｍ 
    安全率    ％ 
 暗渠 工種： 
    延長     ｍ 径     ｍ 
 沈殿池    基    ㎡（   ㎥）安全率   ％ 
 調整池    基    ㎡（   ㎥）安全率   ％ 

 
 土 砂 流 出 
 
 防 止 施 設 

 土砂流出量  造成中:  ㎥、 造成後：  ㎥ 
 
 堰堤 工種： 
    延長     ｍ 高さ    ｍ 天端幅    ｍ 
    上流法勾配  割  分   下流法勾配  割  分 
    設計推砂量     ㎥ 安全率   ％ 

 設 計 基 準  

 
（注）１ 施設の規模、断面を決定した算定書を添付すること。 
   ２ 欄内に記入できない場合は別葉とすること。 
   ３ 堰堤、調整池については、様式２ー６号を添付すること。 
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  （
 別
 記
 第
 ２
 －
 ６
 号
 様
 式
 ）

 
堰

 堤
 及

 び
 洪

 水
 調

 節
 池

 一
 覧

 表
  

           

  番
 
 
号

  区
 

 
分

  工
 

 
種

 
 堤

体
規

格
構

造
 

 貯
水

、
堆

砂
容

量
（

上
段

：
実

施
、

下
段
：
必
要
量
）

 
 下

 流
 河
 川
 へ
 の
 影
 響

 

 延
 

長
 

 m 
 高

 
さ  m 

 天
端

幅  m 
 上

流
法

勾
配

 下
流

法
勾

配

 堤
体

の

 安
全

率

 余
水

吐
の

 能
力
㎥
/
s

 貯
 

水

 面
積

ha

 農
業

用

 水
容

量

 洪
水

調
 

 節
容

量
  堆

 
砂

 容
 

量

 合
 
 
計

 ㎥
 

 容
量

の

 安
全

率

 設
計

放
流

量

 ㎥
/s
 

 下
流

河
川

流

 下
能
力
㎥
/s

 流
 

量
 

の

 安
 

全
 

率
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（別記第２－７号様式） 
 

他 法 令 の 許 認 可 関 係 調 書 
  

 
 
 法令種 

 条    項
 
 第 条第 項

 許 認 可 済
 
 年月日、番号、期間

 届 出 済 
 
 年 月 日 

 申 請 済
 
 年 月 日

 農 地 法     

 農 振 法     

 森 林 法     

 都 市 計 画 法     

 砂 防 法     

 道 路 法     

 河 川 法     

 建 築 基 準 法     

 宅 地 造 成 等 規 制 法     

 自 然 公 園 法     

 廃 掃 法     

 工 場 立 地 法     

 鉱 業 法     

 採    石    法     

 砂 利 採 取 法     

 東京における自然の保 
 
 護と回復に関する条例 

    

     
 
（注）１ 許認可通知文、届出書、申請書の写しを添付すること。 
   ２ 他法令等の許認可等を受けていない場合は、その理由又は経過書を添付する 
    こと。 
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（別記第２－８号様式） 
 

資 金 計 画 書 
  

 会社法人等の設立年月日   資本金                  千円

 法 令 に よ る 登 録 等  

 従 業 員 数  

 主 た る 取 引 金 融 機 関  

 収 
 
 
 
 入 

 自 己 資 金 
 
 借 入 金 
 
 そ の 他 

                千円 
 
                千円 
 
                千円 

 
 
 支 
 
 
 
 
 出 

 用 地 費 
 
 土 木 費 
 
 防 災 費 
 
 付 帯 費 

                千円 
 
                千円 
 
                千円 
 
                千円 

 
（注）１ 法令による登録等欄には建設業登録や採石業者登録などを記載すること。 
   ２ 支出欄の土木費、防災費の明細書を添付すること。 
   ３ 添付書類 
      自己資金の証明書（金融機関の残高証明書等） 
      借入金の融資証明書 
      貸借対照表 
      損益計算書 
   ４ 証明書は原則として申請日前３か月以内に発行されたもので、２以上の金融 
    機関にわたる場合には同日付けのものであること。 
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（別記第２－９号様式） 
 

土 地 所 有 権 者 の 同 意 書 
 
 
                             平成  年  月  日 
 
 
              殿 
 
 
 貴殿が     地区で東京都林地開発許可手続に関する規則に基づき開発行為を行う

ことについて、異議なく、その施行について同意します。 
  

   土地の関係権利者 

 
 森林の所在場所 

 現 況 
 
 地 目 

 開発行為

 
 の 面 積

 権 利

 
 の種類

 同 意 者 の

 
 住所、氏名 

 
   印 

 共 有

 
 関 係

       

       

       

       

       

       

 
 ※ 権利の種類欄には、所有権、地上権、抵当権、賃借権等を記入する。 
 ※ 印鑑証明書を添付すること。 
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     （ 別 記 第 ３ 号 様 式 ） 
     変  更  対  照  表  

   変 更 前  変 更 後  

事 業 区 域 面 積                   ha                   ha

開発しようとする森林面積                   ha                   ha

開 発 に 係 る 森 林 面 積                   ha                   ha

 
 開 
 発 
 後 
 の 
 土 
 地 
 利 
 用 
 計 
 画 

開 発 後 の 用 途                   ha                   ha

                   ha                   ha

                   ha                   ha

                   ha                   ha

                   ha                   ha

                   ha                   ha

造 成 森 林                   ha                   ha

小 計                   ha                   ha

残 置 森 林                   ha                   ha

合 計                   ha                   ha

残 置 森 林 率                   ％                   ％

森 林 率                   ％                   ％

     
 
全 体 計 画 期 間 

   
当 初 着 手   年  月  日 

 
完 了   年  月  日 

  
今 回  
変 更

  
着 手   年  月  日    完 了   年  月  日  

前 回  
変 更 

着 手   年  月  日  
完 了   年  月  日 

 
 開 発 計 画 の 概 要 に つ い て 

 

 
 他 法 令 等 の 許 認 可 状 況 

  

 
 
 防 
 災 
 画 
 に 
 つ 
 い 
 て 

 
 土 工 お よ び 緑 化 関 係 

  

 
 主 要 構 造 物 

  

 
 排 水 計 画 

  

 
 資 金 計 画 に つ い て 
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（別記第４号様式） 
 
 
                             文 書 番 号 
                             平成  年  月  日 
 
 
   東 京 都 知 事  殿 
 
 
                         国又は地方公共団体の長   ○印  
 
 
 

林 地 開 発 行 為 の 協 議 に つ い て 
 
 
 
  東京都林地開発許可実施要領第９条の規定に係る開発行為を、別紙計画書のとおり 
 実施したいので協議します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   (注) １ 提出書類は別表２に基づき提出すること。 
     ２ 提出部数は正副２部とする。 
 

－74－



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
【

付
表

１
－

１
】

 
  開

発
行

為
の

目
的

 図
面

の
種

類
  

 
 

 
 

 
明

示
す

べ
き

事
項

 
 縮

 
 

 
 

 
尺

  
留

意
す

べ
き

事
項

 
 

       共
 

 
 

 
 

 
通

  
位

 
 

 
 

置
 

 
 

 
図

 
 ①

開
発

対
象

地
域

の
位

置
 

②
道

路
の

み
の

開
発

行
為

に
つ

い
て

は
線

形
 

 １
／

5
0
,
0
0
0
以

上
 

    
区

 
 

 
 

域
 

 
 

 
図

 

 ①
開

発
対

象
地

域
 

②
市

町
村

、
大

字
、

字
界

及
び

名
称

 
 ③

事
業

区
域

界
 

④
開

発
対

象
区

域
内

の
立

地
条

件
（

地
形

、
河

川
、

沢
、

湖
沼

（
溜

池
）

、
 崩

壊
地

、
人

家
、

公
共

施
設

等
）

及
び

法
令

等
に

基
づ

く
地

域
指

定
の

状
況

 
⑤

残
置

又
は

造
 成

す
る

森
林

及
び

緑
地

 

  １
／

 
5
,
0
0
0
以

上
 事

業
区

域
と

は
、

地
域

森
林

計
画

区
域

以
外

の
土

地
を

含
 

 む
開

発
を

し
ょ

う
と

す
る

森
林

等
の

区
域

。
 

 地
形

図
を

使
用

す
る

こ
と

。
 

   
現

 
 

 
 

況
 

 
 

 
図

 
 ①

開
発

対
象

地
域

に
つ

い
て

人
工

林
、

天
然

林
及

び
針

葉
樹

、
広

葉
樹

の
区

別
 

②
開

発
を

し
 よ

う
と

す
る

森
林

の
周

辺
の

人
家

及
び

公
共

施
設

の
位

置
 

  １
／

 
5
,
0
0
0
以

上
 区

別
ご

と
に

色
分

け
す

る
こ

と
。

 

   
公

 
 

 
 

 
 

 
 

 
図

 
 ①

事
業

区
域

と
開

発
対

象
地

域
の

区
別

 
②

事
業

区
域

内
及

び
隣

接
区

域
の

所
有

者
氏

名
及

び
 地

番
 

  １
／

 
3
,
0
0
0
以

上
 取

得
済

み
又

は
同

意
済

み
の

箇
所

を
色

分
け

す
る

こ
と

。
 

開
発

区
域

求
積

図
 

 地
番

ご
と

開
発

後
の

用
途

別
面

積
 

 １
／

 
2
,
5
0
0
以

上
 三

斜
法

、
座

標
法

等
。

 

        ①
別

荘
地

・
ス

キ
ー

   
場

・
ゴ

ル
フ

場
・

   
グ

ラ
ン

ド
・

霊
園

   
・

住
宅

団
地

等
の

   
造

成
 

  ②
宿

泊
施

設
・

レ
ジ

   
ャ

ー
施

設
・

学
校

   
・

工
場

・
事

業
場

   
等

の
設

置
 

  ③
残

土
処

分
等

 

 土  地  利  用  計  画

   造
成

計
画

平
面

図
  ①

切
土

、
盛

土
、

捨
土

等
の

形
態

別
の

施
行

区
域

 
 ②

施
行

す
る

施
設

又
は

工
作

物
の

位
置

 
 ③

残
置

し
又

は
造

成
す

る
森

林
及

び
緑

地
の

区
域

 
 ④

公
共

施
設

、
公

益
的

施
設

及
び

文
化

財
等

の
位

置
 

 ⑤
縦

横
断

測
線

を
位

置
付

け
る

。
 

   １
／

 
2
,
5
0
0
以

上

 コ
ン

タ
－

の
記

入
し

て
あ

る
図

面
を

使
用

し
、

切
土

、
盛

 
 土

、
捨

土
等

明
示

す
べ

き
事

項
を

色
分

け
す

る
。

 

 土  工  計  画

  造
成

計
画

縦
横

断
面

図
  ①

造
成

計
画

平
面

図
の

測
線

名
を

記
入

し
、

施
行

前
の

地
盤

高
の

変
化

を
明

示
し

、
施

行
後

の
 計

画
高

、
法

面
の

勾
配

及
び

施
行

す
る

工
作

物
を

正
確

に
記

入
す

る
。

 
  １

／
 
1
,
0
0
0
以

上
 

  土
工

定
規

図
  ①

標
準

の
断

面
に

法
面

の
勾

配
、

排
水

施
設

（
小

段
の

排
水

）
、

工
作

物
の

構
造

及
び

切
土

、
 盛

土
の

法
面

保
護

等
を

明
示

す
る

。
 

  １
／

 
 
1
0
0
 
以

上
 断

面
が

長
い

場
合

は
、

法
面

の
附

近
又

は
工

作
物

の
位

置
 

 す
る

場
所

で
よ

い
。

 

  防  災  施  設  等  の  計  画

  防
災

計
画

図
  ①

擁
壁

、
え

ん
堤

、
排

水
路

、
導

水
路

、
貯

水
池

及
び

洪
水

調
節

池
等

の
位

置
を

明
示

す
る

。
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 ②
流

域
の

区
域

を
明

示
す

る
。

 

  
１

／
 
2
,
5
0
0
以

上

 防
災

施
設

等
の

計
画

が
総

合
的

に
判

断
で

き
る

よ
う

、
施

 
 設

別
に

色
分

け
又

は
記

号
に

て
記

入
す

る
。

 

 施
設

の
詳

細
図

  
①

擁
壁

、
え

ん
堤

、
貯

水
池

及
び

洪
水

調
節

池
の

構
造

及
び

施
設

計
画

の
詳

細
を

明
示

す
る

。
 

１
／

 
 
1
0
0
 
以

上
 施

行
す

る
施

設
ご

と
に

図
面

を
作

成
す

る
。

 

  排
水

施
設

計
画

図
  雨

水
及

び
汚

水
排

水
に

分
離

し
、

そ
れ

ぞ
れ

に
つ

い
て

施
行

す
る

排
水

施
設

の
規

模
及

び
排

水
 

 路
の

勾
配

等
に

つ
い

て
明

示
す

る
。

又
流

末
処

理
に

至
る

ま
で

水
路

状
況

を
記

入
す

る
。

 
  １

／
 
2
,
5
0
0
以

上
 汚

水
排

水
に

つ
い

て
は

、
汚

水
処

理
場

の
位

置
と

排
水

量
 

 に
対

す
る

下
流

の
流

下
能

力
（

最
小

断
面

）
を

確
認

す
る

。
   

  排
水

系
統

図
  排

水
施

設
は

、
集

水
す

る
流

域
面

積
に

よ
り

そ
の

規
模

（
管

の
大

き
さ

等
）

が
変

る
の

で
流

域
 

 面
積

ご
と

に
排

水
系

統
を

明
示

す
る

。
 

  １
／

 
2
,
5
0
0
以

上
 流

域
面

積
の

決
定

に
対

す
る

理
由

を
確

認
す

る
。

 
 

 排
水

施
設

の
詳

細
図

  
雨

水
及

び
汚

水
の

排
水

施
設

の
構

造
及

び
汚

水
処

理
場

等
の

詳
細

を
明

示
す

る
。

 
 １

／
 
 
1
0
0
 
以

上
 河

川
等

の
環

境
基

準
を

守
る

施
設

が
あ

る
か

ど
う

か
。

 

  施
工

中
の

災
害

防
止

計
画

図
   施

工
中

の
災

害
を

防
止

す
る

た
め

施
行

す
る

施
設

等
の

位
置

及
び

そ
の

詳
細

を
明

示
す

る
。

 
  １

／
 
2
,
5
0
0
以

上
 施

行
す

る
工

程
等

が
明

ら
か

で
あ

る
か

、
又

そ
の

理
由

に
 

 つ
い

て
。

 

 附  帯  施  設  計  画

  道    路

  計
画

平
面

図
  進

入
道

路
の

接
続

地
点

、
幅

員
、

延
長

、
線

形
及

び
構

造
物

の
位

置
を

明
示

す
る

。
（

開
発

対
 象

地
域

に
道

路
を

計
画

す
る

場
合

も
そ

の
詳

細
を

記
入

す
る

。
）

 
  １

／
 
2
,
5
0
0
以

上
 造

成
計

画
平

面
図

に
同

時
図

示
し

て
も

よ
い

。
 

 縦
断

面
図

  
線

形
に

沿
っ

て
則

点
を

入
れ

、
地

形
の

変
化

を
明

示
し

、
計

画
勾

配
を

記
入

す
る

。
 

 横
1
/
1
0
0
0
 
縦

1
/
2
0
0

切
土

高
、

盛
土

高
、

勾
配

等
が

明
示

さ
れ

て
い

る
か

。
 

 横
断

面
図

  
則

点
ご

と
の

断
面

の
地

形
の

変
化

を
明

示
し

、
計

画
断

面
を

記
入

す
る

。
 

 １
／

 
 
1
0
0
 
以

上
 ５

．
０

ｍ
以

上
の

法
面

に
小

段
が

切
ら

れ
て

い
る

か
。
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【

付
表

１
－

２
】

 
  開

発
行

為
の

目
的

 図
面

の
種

類
  
 

 
 

 
 

明
示

す
べ

き
事

項
 

 縮
 

 
 

 
 

尺
  

留
意

す
べ

き
事

項
 

 
  附  帯  施  設  計  画

 構
造

物
の

詳
細

図
  
ブ

ロ
ッ

ク
積

、
排

水
施

設
等

の
構

造
を

明
示

す
る

。
 

 １
／

 
 
1
0
0
 以

上
 寸

法
、

法
勾

配
、

材
料

が
明

示
さ

れ
て

い
る

か
。

 

  給  水  計  画

  施
設

計
画

平
面

図
  送

水
施

設
、

配
水
池

、
貯

水
、

取
水
、

給
水
管

の
配

管
及
び

浄
水
ポ

ン
プ
等

の
位

置
及

び
規

模
 等

を
明

示
す

る
。

 
 １

／
 
2
,
5
0
0
以

上
排

水
施

設
計

画
図

に
同

時
図

示
し

て
も

よ
い

。
 

 施
設

構
造

図
  
配

水
池

、
取

水
池

、
浄

水
場

等
の

施
設

構
造

を
明

示
す

る
。

 
 １

／
 
1
,
0
0
0
以

上
 配

水
池

等
の

施
設

の
概

要
を

明
示

す
る

も
の

。
 

 構
造

物
の

詳
細

図
  
給

水
管

、
浄

水
ポ

ン
プ

等
の

構
造

の
詳

細
を

明
示

す
る

。
 

 １
／

 
 
5
0
0
 以

上
 管

径
等

の
寸

法
が

明
示

さ
れ

て
い

る
か

。
 

           土
石

採
取

 土  地  利  用  計  画

   土
地

利
用

計
画

平
面

図
    採

取
計

画
の

区
域
、

沈
砂
池

及
び
調

節
池
を

必
要
と

す
る
と

き
は
そ

の
位

置
、

防
災
施

設
の

配
 置

計
画

等
を

明
示

す
る

。
残

置
し

又
は

造
成

す
る

森
林

及
び

緑
地

の
区

域
を

明
示

す
る

。
 

   １
／

 
2
,
5
0
0
以

上

 コ
ン
タ

－
の

記
入
し

て
あ
る

図
面
を
使

用
し
、

計
画
の

区
 

 域
、

施
設
の

配
置
計

画
を
色

分
け

し
、

そ
の
凡

例
に
間

違
 

 い
が

な
い

か
。

 

 土   工   計   画

計
 

画
 
縦

 
断
 

面
 
図

 
 採

取
前

の
地

盤
高

の
変

化
及

び
採

取
後

の
計

画
縦

断
を

明
示

す
る

。
 

 １
／

 
1
,
0
0
0
以

上
 切

土
高

、
盛

土
高
、

採
取
後

の
地

盤
高

が
明
示

さ
れ
て

い
 

 る
か

。
 

 計
画

横
断

面
図

  
採

取
前

の
断

面
の

地
盤

高
の

変
化

及
び

採
取

後
の

計
画

横
断

面
を

明
示

す
る

。
 

 １
／

 
1
,
0
0
0
以

上
 採

取
後

の
断

面
及
び

道
路
等

に
接

す
る

場
合
そ

の
関
連

が
 

 明
示

さ
れ

て
い

る
か

。
 

 法
面

保
護

工
法

図
  
採

取
後

の
法

面
を

保
護

す
る

工
法

。
 

 １
／

 
 
1
0
0
 以

上
 全

面
の

保
護

で
な

い
場

合
は

、
そ

の
理

由
が

明
確

か
。

 

 防  災  施  設  の  計  画

 跡
地

利
用

計
画

平
面

図
   採

取
後

の
跡

地
を

利
用

す
る

と
き

は
、

そ
の

計
画

施
設

を
明

示
す

る
。

 
 １

／
 
2
,
5
0
0
以

上
 利

用
計

画
が

な
い
と

き
は
、

そ
の
維
持

管
理
に

つ
い
て

明
 

 示
さ

れ
て

い
る

か
。

 

 防
災

、
排

水
計

画
平

面
図

  採
取
中

及
び

採
取
後

に
お
け

る
雨

水
の

排
水
計

画
は

、
周

辺
の

地
域
に

対
す

る
防

災
計

画
及
び

 流
末

処
理

に
つ

い
て

明
示

す
る

。
 

 １
／

 
2
,
5
0
0
以

上
 周

辺
地

域
に

影
響
が

あ
る
と

認
め

ら
れ

る
と
き

は
同
意

等
 

 が
あ

る
か

ど
う

か
を

確
認

す
る

。
 

 防
災

、
排

水
施

設
構

造
図

  
防

災
、

排
水

施
設

に
つ

い
て

そ
の

構
造

の
詳

細
を

明
示

す
る

。
 

 １
／

 
 
1
0
0
 以

上
 調

節
池

、
沈

砂
池

等
の

構
造

図
が

あ
る

か
確

認
す

る
。

 
   

注
意

事
項

 
  

１
 

上
記

図
面

の
ほ

か
必

要
な

図
面

は
適

当
な

縮
尺

で
作

成
す

る
こ

と
。

 
 

２
 

必
要

が
な

い
と

認
め

ら
れ

る
図

面
は

省
略

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

    （
そ

の
他

）
添

付
す

る
計

算
書

等
 

  
１

 
土

量
計

算
書

 
 

２
 

面
積

計
算

書
 

 
３

 
雨

水
等

排
水

の
流

量
計

算
書

 
 

４
 

調
節

池
貯

水
量

計
算

書
 

 
５

 
給

水
量

の
計

算
書

 
 

６
 

地
質

調
査

書
 

 
７

 
設

計
者

及
び

工
事

施
行

者
一

覧
表

 
 

８
 

そ
の

他
必

要
と

認
め

ら
れ

る
計

算
書
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Ⅴ 参    考（技術基準） 
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技 術 基 準 
 
１ 切土、盛土、捨土関係 
 表１ 切土に対する標準法面の勾配  

     地 山 の 土 質  切 土 高    勾   配 

  硬       岩    1:0.3 ～1:0.8 

  軟       岩    1:0.5 ～1:1.2 

          砂  密実でない粒度分布の悪いもの   1:1.5 ～ 

 
 
 
  砂 質 土 

 
 密実なもの 

 ５ｍ以下  1:0.8 ～1:1.0 

 ５～10ｍ  1:1.0 ～1:1.2 

 
 密実でないもの 

 ５ｍ以下  1:1.0 ～1:1.2 

 ５～10ｍ  1:1.2 ～1:1.5 

 
 
 
 砂利又は岩塊まじり 砂質土 

 密実なもの又は粒度分布のよい
 
 もの 

 10ｍ以下  1:0.8 ～1:1.0 

 10～15ｍ  1:1.0 ～1:1.2 

 密実でないもの又は粒度分布の
 
 悪いもの 

 10ｍ以下  1:1.0 ～1:1.2 

 10～15ｍ  1:1.2 ～1:1.5 

 粘 性 土 、 シ ル ト   10ｍ以下  1:0.8 ～1:1.2 

 
 岩塊又は玉石まじりの粘性土 

  ５ｍ以下  1:1.0 ～1:1.2 

 ５～10ｍ  1:1.2 ～1:1.5 
 
  注）・勾配は小段を含めない。 
    ・勾配に対する切土高は当該切土法面から上部の全切土高とする。 
 
 表２ 盛土材料及び盛土高に対する標準法勾配  

    盛   土   材   料  盛土高(m)  勾      配    摘   要 

 粒度の良い砂（ＳＷ）、礫及び細粒分混
 
 じり礫 (ＧＭ)(ＧＣ)(ＧＷ)(ＧＰ) 

 ５ｍ以下  1:1.5 ～1:1.8  基礎地盤の支持
 
 力が十分にあり
 
 浸水の影響のな
 
 い盛土に適用す
 
 る。 
 
（ ）の統一分類
 
 は代表的なもの
 
 を参考に示す。

 ５～15ｍ  1:1.8 ～1:2.0 

 粒度の悪い砂（ＳＰ）  10ｍ以下  1:1.8 ～1:2.0 

 
 岩塊（ずりを含む） 

 10ｍ以下  1:1.5 ～1:1.8 

 10～20ｍ  1:1.8 ～1:2.0 

 砂質土 (ＳＭ)(ＳＣ) 、硬い粘質土、硬
 
 い粘土（洪積層の硬い粘質土、粘土など）

 ５ｍ以下  1:1.5 ～1:1.8 

 ５～10ｍ  1:1.8 ～1:2.0 

 火山灰質粘性土（ＶＨ２）  ５ｍ以下  1:1.8 ～1:2.0 
 
  注）・盛土高とは、法肩と法尻の高低差をいう。 
    ・５メートル毎に小段を設置する。（平均幅２．０ｍを以上とする）  
    ・盛土が滑り、緩み、沈下し又崩壊する恐れがある場合には、盛土を行う前に地盤
    の段切り、排水施設の設置等の措置が講ぜられていること。 



２ 擁壁関係 
 （１）次の場合には、擁壁の設置その他の法面崩壊防止の措置を講ずること。 
   ただし、土質試験等に基づき地盤の安定計算をした結果、法面の安定を保つために
   擁壁等の設置が必要でないと認められる場合を除く。 
   ア 次の (ｱ)又は(ｲ) に該当する場合。 
    (ｱ) 切土により生ずる法面の勾配が30度（約 1.7割）より急で、かつ高さが２ｍ

を超える場合。 
      但し、硬岩盤である場合又は次のａ、ｂのいずれかに該当する場合にはこの

限りではない。 
     ａ 表３において、法面の勾配が中欄の角度以下のもの。（図１、図２、図３）
     ｂ 表３において、法面の勾配が中欄の角度を超え、右欄の角度以下のもので、
      その高さが５ｍ以下のもの。 
       この場合において、法面の勾配が一律でなく、aに該当する法面の部分によ
      り上下に分離されているときは、その法面の部分は存在せず、その上下の法
      面は連続しているものとみなす。（図４） 
 表３ 切土材料  

 
      土        質 

 擁壁等を要しない勾
 配の上限（度） 

 擁壁等を要する勾配 
 の下限（度） 

 

 
 軟 岩（風化の著しいものを除く）

 
  ６０度（1:0.58） 

 
  ８０度（1:0.18） 

 
 図１

 
 風 化 の 著 し い 岩

 
  ４０度（1:1.19） 

 
  ５０度（1:0.84） 

 
 図２

 砂利、真砂土、硬質粘土、その他 
 これに類するもの 

 
  ３５度（1:1.43） 

 
  ４５度（1:1.00） 

 
 図３

 
    (ｲ) ・盛土により相当量の土砂が流出し下流に災害が発生するおそれがある場合

又は人家、学校、道路等が接近している場合。 
      ・下流に人家、学校、道路等がなく盛土により生じる法面の勾配が30度( 約1.
      7 割) より急で、かつ高さが１ｍを超える場合（図５の斜線部） 
 〔切  土〕 
    図１ 軟岩の場合（風化の著しいものを除く） 
 
         80° 60°          図２ 風化の著しい岩の場合  
                                       50° 40° 
 
                      ５ｍ 
 
 
                                                            ５ｍ 
     図３ 砂利、真砂土、硬質粘土 
       その他これに類するもの 
                          図４ 
               45° 
                      35°           Ａ 
                                         ｈａ 
 
                        ５ｍ            Ｂ        ｈｂ 
 
                                                     ｈｃ 
                       Ｃ 

 
                     法面Ｂが表３の中欄の角度以下に該当し、 
                     法面ＡとＣの勾配が斜線部に該当する場合 
                     にあっては、法面の高さはｈａ＋ｈｃとし
                     て算定する。 
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 〔盛  土〕 
 
    図５ 
             30°  
 
      １ｍ     
 
 ② 擁壁の構造 
  ア 土圧、水圧及び自重（以下「土圧等」という。）によって擁壁が破壊されないこ 
   と。 
  イ 土圧等によって擁壁が転倒しないこと。この場合において、安全率は1.5 以上で 
   あること。 
  ウ 土圧等によって擁壁が滑動しないこと。この場合において、安全率は1.5 以上で 
   あること。 
  エ 土圧等によって擁壁が沈下しないこと。 
  オ 擁壁には、その裏面の排水をよくするため、内径 5.0㎝以上の水抜穴を３㎡当た 
   り１個を標準として適正に設置すること。 
  カ 鉄筋及び無筋コンクリ－ト造りの擁壁の構造が前記ア～オの安全基準を満たす場 
   合は、「土木構造物標準設計一覧表」（建設省）等の標準設計によることとして差 
   し支えない。 
    なお、宅地造成事業については、原則として①都市計画法（昭和43年法律第 100 
   号）第33条〔開発許可の基準〕第１項第７号の擁壁の基準及び②宅地造成等規制法 
   （昭和36年法律第 191号）第９条〔宅地造成に関する工事の技術的基準等〕の擁壁 
   の基準によることとして差し支えない。 
 
３ えん堤関係 
  開発行為に伴い相当量の土砂が流出し下流地域に災害の発生のおそれのある場合又は 
 人家、学校、道路等が近接している場合には、開発行為に先行して十分な容量及び構造 

を有するえん堤等の措置を講ずること。 
 ① えん堤等の容量は表４を標準とし、開発期間中及び開発行為の終了後、地表が安定 
  するまでの期間の流出土砂量を貯砂し得るものであること。 
   
 
  表４  １ヘクタール当たりの１年間の流出土量  
  開 発 行 為 の 期 間 中        ３００ ㎥  

 開 発 行 為 終 了 後 、 
 
 地表が安定するまで 

  皆伐地、草地   道  路    林  地 

    １５ ㎥    ５ ㎥    １ ㎥ 
 
  (注) 開発行為の終了後地表が安定するまでの期間は次を標準とする。 
   イ） 人家その他の公共的施設の近くでは５年間 
   ロ） 上記以外については３年間 
 
 ② えん堤等の設置箇所は、極力土砂の流出地点に接近した位置であること。 
 ③ えん堤等の構造は「治山技術基準解説（総則・山地治山編）」(平成11年７月発行） 
 によるものであること。 
 
４ 排水施設関係 
 ① 排水施設の断面 
   計画流量の排水が可能になるように余裕をみて定められていること。この場合、断 
  面は計画流量の 1.2倍以上の排水が可能であること。計画流量の算定は、原則として 
  次によるものとする。 
  ア 流量の算定 
    Ｑ＝Ａ・Ｖ 
    Ｑ：流量 (㎥／sec)  Ｖ：流速 (ｍ／sec)  Ａ：通水断面 (㎡) 
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  イ 流速の算定 
             2     1  
        １    3     2 
     Ｖ＝          ・Ｒ ・ Ｉ 
        ｎ 
            ｎ：粗度係数    Ｒ：径深＝Ａ／ｑ (ｍ) 
            ｑ：潤辺長     Ｉ：水路勾配（分数又は小数） 
     粗度係数は、表５の値を標準とする。 
 
 表５  粗度係数  

  排 水 施 設 の 種 類      粗  度  係  数 （ｎ）  

 
 素 堀 り 

          土          ０．０２０～０．０２５ 

 砂 レ キ          ０．０２５～０．０４０ 

 岩          盤          ０．０２５～０．０３５ 

 
 
 
 現 場 施 工 

 セ メ ン ト モ ル タ ル          ０．０１０～０．０１３ 

 コ ン ク リ － ト          ０．０１３～０．０１８ 

 
   粗   石 

 練  積          ０．０１５～０．０３０ 

 空  積          ０．０１３～０．０３５ 

 
 
 工 場 製 品 

 遠心力鉄筋コンクリ－ト管          ０．０１１～０．０１４ 

 コ ン ク リ － ト 管          ０．０１２～０．０１６ 

 コ ル ゲ － ト パ イ プ          ０．０１６～０．０２５ 
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  （参考）各種断面の排水断面積及び径深 
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 ウ 雨水流出量の算定 
    原則として次式により算定されていること。ただし、降雨量と流出量の関係が別 
   途高い精度で求められている場合には、これによって算出することができる。 
 
        １ 
     Ｑ＝          ・ｆ・ｒ・Ａ 
       ３６０ 
 
     Ｑ：雨水流出量 (㎥／sec)＝ピ－ク流量 
     ｆ：流出係数 
     ｒ：設計雨量強度 (mm／hr) 
     Ａ：集水区域面積 (ha) 
  (ア)  流出係数については、表６を標準とする。（面積加重平均したものを使用する 
    こと。） 
 
 表６ 流出係数  
          区  分
 
 地表状況 

          浸    透    能  

 小 （ 山 岳 地 ）  中（丘りょう地）    大（平   地）

  林    地   ０．６～０．７   ０．５～０．６    ０．３～０．５ 

  草    地   ０．７～０．８   ０．６～０．７    ０．４～０．６ 

  耕    地    ０．７～０．８    ０．５～０．７ 

  裸    地       １．０   ０．９～１．０    ０．８～０．９ 
 
  (注) 舗装面、屋根等不浸透面については、１．０とする。 
 
  (イ) 設計雨量強度は表７によるものとする。 
    設計雨量強度は、次による到達時間内の１０年確率で想定される降雨強度とし、 
   次式により求めること。 
 

表７  
 地     区   三 多 摩   大   島   三   宅    八   丈 

 １ ０ 年 確 率 
 
 降 雨 強 度 式 

  ５，１００ 
 
  ｔ ＋２５ 

 １０，８７５ 
 
  ｔ ＋８５ 

  ８，６２５ 
 
  ｔ ＋５５ 

   ６，６５０ 
 
   ｔ ＋３５ 

 
  (注) ｔ：到達時間（分）岩井・石黒共著「応用水文統計学」第９章 
      本邦確率雨量分布図と降雨強度式の算定法″参照のこと。 
 
  到達時間は、次の表８を参考として用いること。 
 
 表８  

  流  域  面  積    到 達 時 間  

   ５０ヘクタ－ル以下     １０ 分 

  １００ヘクタ－ル以下     ２０ 分 

  ５００ヘクタ－ル以下     ３０ 分 
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 ② 排水施設の構造等 
  ア 排水施設は、立地条件等を勘案して、その目的及び必要性に応じた堅固で耐久力 
   を有する構造であること。 
  イ 排水施設のうち暗渠である構造の部分には、維持管理上必要な桝又はマンホ－ル 
   の設置等の措置を講ずること。 
  ウ 放流によって地盤が洗掘されるおそれがある場合には、水叩きの設置その他の措 
   置を適切に講ずること。 
  エ 排水施設は、排水量が少なく土砂の流出又は崩壊を発生させるおそれのない場合 
   を除き、排水を河川等又は他の排水施設等まで導くように計画すること。この場合、
   当該河川等又は他の排水施設等の管理者の同意を得ていること。 
 ③ 宅地造成事業については、原則として宅地造成等規制法（昭和36年法律第 191号） 
  第９条〔宅地造成に関する工事の技術的基準等〕の排水施設の基準によることとして 
  差し支えない。 
 
５ 落石等防止関係 
  飛砂、なだれ、落石等の災害が発生するおそれがある場合には、静砂垣又は落石防止 
 柵の設置その他の措置を適切に講ずること。技術的細則については、林道必携、道路土 
 工指針等を参考とする。 
 
６ 洪水調節池関係 
 災害の発生の防止に係る洪水調節池の設置 
 ① 洪水調節池等の容量 
  ア 洪水調節容量は、下流における流下能力を考慮のうえ、30年確率で想定される雨 
   量強度における開発中および開発後のピ－ク流量を開発前のピ－ク流量以下にまで 
   調節できるものであること。 
  イ 開発行為の施行前において既に３年確率で想定される雨量強度におけるピ－ク流 
   量が下流における流下能力を超える場合は、この超える量も調整できる容量である 
   こと。 
  ウ 流域の地形、地質、土地利用の状況等に応じて必要な堆砂量を見込むこと。 
 ② 余水吐の能力 
   コンクリ－トダムにあっては 100年確率で想定される雨量強度におけるピ－ク流量 
  の 1.2倍以上、フィルダムにあってはコンクリ－トダムのそれの 1.2倍以上のもので 
  あること。 
 ③ 洪水調節池の設計 
   原則として自然放流方式であること。 
 ④ 洪水調節池の設計 
   原則として次のとおりとする。 
  ア 下流河川等の排水能力の変更地点（３箇所以上）ごとに、その断面、勾配を測定 
   し、流下能力及び比流量（流下能力÷集水区域面積）を算定する。 
  Ｑ：下流河川等の流下能力 (㎥／sec) 

 
υ：下流河川等の流速 (ｍ／sec) 

 
           Ｑ＝υ・ａ 

  〔マニング公式で算出すること〕 
 
 ａ：下流河川等の断面 (㎡)  

 
  イ 「調節池の許容放流量」は、次式により算出すること。 
  Ｑpc：調節池の許容放流量 (㎥／sec) 

 
Ｑ ：下流河川等の流下能力 (㎥／sec) 
 
Ａ ：調節池の集水区域面積 (ha) 
 
Ａ′：Ｑの算出地点の集水区域面積 (ha) 

 
              Ａ 
         Ｑpc＝Ｑ 
              Ａ′ 
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  ウ 「許容放流量に対応する雨量強度」は次式により算出すること。 
   ｒc ：許容放流量に対応する雨量強度 (㎜／hr)

 
Ｑpc：調節池の許容放流量 (㎥／sec) 
 
ｆ ：開発後のＡの流出係数 
 
Ａ ：調節池の集水区域面積 (ha) 

 
            ３６０ 
     ｒc ＝Ｑpc・ 
            ｆ・Ａ 

 

 
 
 
  エ 「調節必要容量」は、次式により算出することができるものとする。 
           ｒc           １ 
     Ｖ＝（ｒi－        ）・ｔi・ｆ・Ａ・ 
            2           ６ 
   Ｖ ：調節池必要容量 (㎥)

 
ｆ ：開発後のＡの流出係数 
 
Ａ ：調節池の集水区域面積 (ha) 
 
ｒi ：30年確率雨量強度曲線上の任意の 

継続時間に対応する雨量強度 (㎜／hr) 
 
ｒc ：許容放流量に対応する雨量強度 (㎜／hr) 
 
ｔi ：任意の継続時間 (分) 

  

 

 

 

 

 
    この式において、必要容量が最大となる降雨継続時間 (分) を求め算出する。 
 
                ａ

30年確率降雨強度式を          とすると次により求める。
           ｔ＋ｂ

  
   

   ti＝    2 a b       ｂ 
       ｒc 

 
 (注) 「大規模宅地開発に伴う調節池技術基準（案）」第８条参照のこと。 

 
 

オ 「調節池の必要容量」は、エ式で算出した調節必要容量に、当該調節池に流入す
   る土砂の堆砂量（若干の安全率を見込むこと）を見込んだ容量とすること。  
 
 ⑤ 洪水調節池の構造 
    開発行為を行う下流部に近接してえん堤等を兼ねた洪水調整池の設置は、原則と
   して「開発行為の許可基準」の第３の２の（５）のえん堤等の構造であること。 
  ア 「排水孔（又は放流管）の断面積」は、次式により算出すること。 
           Ｑpc 
     Ｓ＝ 
        Ｃ・   ２・ｇ・Ｈ 

Ｓ ：排水孔の断面積 (㎡)
 
Ｑpc：許容放流量 (㎥／sec) 
 
Ｃ ：流量係数 

 
 
               Ｈ．Ｈ．Ｗ．Ｌ 
                    H・W・L 
 
                 H 
排水孔 
 
 
 
          調節必要量 流入土砂堆砂量  

 

 

 
 
 

ベルマウスを有するとき 
C=0.85～0.9 
ベルマウスを有しないとき 
 C=0.6 
  
ｇ ：重力加速度(9.8ｍ/sec2 )

 
 Ｈ ：調節有効水深 (ｍ) 
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  イ 「 100年間確率の洪水流量」は、次式により算出すること。 
 

       1 
  Ｑ 100＝    ・  ｆ・ｒ100 ・Ａ 
       360 

Ｑ 100：洪水流量 (㎥／sec) 
 
ｆ  ：開発後の流出係数 
 
ｒ100： 100年確率の設計雨量強度 (㎜／hr) 
 
Ａ  ：集水区域面積 (ha) 

 

 
 

 
 
 
  ウ 「余水吐の設計上の洪水流量」は次式により算出すること。 
   Ｑ′100 ：余水吐の設計上の洪水流量 (㎥／sec)

 
Ｃ′  ：安全性     コンクリ－トダムにあって

 
    Ｑ′100 ＝Ｃ′・Ｑ 100 

 
 

          はＣ′＝1.2 
          フィルダムにあっては 
          Ｃ′＝1.44とすること。 
 
 Ｑ 100： 100年確率の洪水流量 (㎥／sec)  

 
  エ 「余水吐の設計」は、次の方法によること。 
 
          2 
    Ｑ′100 ＝       ・Ｃ・ｈ・  ２・ｇ・ｈ (2ｂｕ＋３Ｂ） 
          15                                  
   Ｑ′100 ：余水吐の流量（越流量） (㎥／sec)

 
Ｃ   ：流量係数 
 
ｇ   ：重力加速度(9.8ｍ/sec2) 
 
ｈ   ：越流水深 (ｍ) 
 
ｂｕ  ：余水吐の上長 (ｍ) 
 
Ｂ   ：余水吐の下長 (ｍ) 

  

 

 

 

 
 
 
   上式において、Ｃ＝ 0.6とすれば
  ・余水吐断面が長方形の場合は                  H.H.W.L

   
 余裕高 

 
 
 
深） 

 
    Ｑ′100 ＝1.77・Ｂ・ｈ3/2     ｈ（越流水 
 
                                                Ｂ 
  ・余水吐断面が台形の場合は 
   (ア) 側壁勾配が、1: 1のとき 
   Ｑ′100 ＝ (1.77Ｂ＋1.42ｈ) ｈ3/2 
 
   (イ) 側壁勾配が、1:0.5 のとき         H.H.W.L               余裕高  
    Ｑ′100 ＝ (1.77Ｂ＋0.71ｈ) ｈ3/2   ｈ 

 （越流水 深）

   となる。設計にあたっては、更に余裕              Ｂ 
   高を見込んで設計すること。 
 
 
 
 
 

 

1:n 1:n 
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 〔参 考〕                    
  
 洪水調節池の構造等に関する技術的基準については、下記の基準等を参照すること。 
  ① 「大規模宅地開発に伴う調節池技術基準」（大規模宅地開発に伴う調整池技 
    術基準〔案〕策定委員会の発表） 
  ② 「防災調節池技術基準（日本住宅公団及び社団法人日本河川協会の発表） 
  ③ 「防災調節池設計々算例」（同発表） 
  ④ 「治山技術基準解説」（平成１１年７月発行） 
 
   ３０年確率で想定される降雨強度は、次式により求めること。  
  地   区   三 多 摩   大   島   三   宅    八   丈  

 ３０年確率 
 
 降雨強度式 

  ６，３７５ 
 
  ｔ ＋２５ 

 １４，７２５ 
 
  ｔ ＋９５ 

 １０，３５０ 
 
  ｔ ＋５５ 

   ８，４００ 
 
   ｔ ＋４５ 

 
  ３年確率で想定される降雨強度は、次式により求めること。  

  地   区   三 多 摩   大   島   三   宅    八   丈  

 ３ 年 確 率 
 
 降雨強度式 

  ３，４００ 
 
  ｔ ＋２５ 

  ６，０５０ 
 
  ｔ ＋５０ 

  ６，６００ 
 
  ｔ ＋５０ 

   ４，９５０ 
 
   ｔ ＋３０ 

 
   １００年確率で想定される降雨強度は、次式により求めること。  
  地   区   三 多 摩   大   島   三   宅    八   丈  

 100年確率 
 
 降雨強度式 

  ８，５５０ 
 
  ｔ ＋３０ 

 ２３，１００ 
 
  ｔ ＋１５０ 

 １４，５００ 
 
  ｔ ＋８５ 

   ９，９００ 
 
   ｔ ＋５０ 

 
 
 
 (２) 水害の発生の防止に係る洪水調節池等の設置 
 

① 洪水調節池等の容量 
  ア 洪水調節容量は、当該開発行為を行う下流のうち30年確率で想定される雨量強度
   におけるピ－ク流量の増加率が１％以上の範囲の中で、そのピ－ク流量を流下させ
   ることができない地点のうち、開発行為による影響を最も強く受ける地点を選定し
   当該地点での30年確率で想定される雨量強度及び当該地点において安全に流下させ
   ることのできるピ－ク流量に対応する雨量強度における開発中及び開発後のピ－ク
   流量を開発前のピ－ク流量以下にまで調節できるものであること。 
    なお、当該地点の選定にあたっては当該地点の河川等の管理者の同意を得ること。 
  イ ピ－ク流量を流下させることのできない地点の生じない場合には、「災害の発生
   の防止に係る洪水調節池の設置」によること。 
  ウ 流域の地形、地質、土地利用の状況等に応じて必要な堆砂量を見込むこと。 
 ② 余水吐の能力 
   コンクリ－トダムにあっては 100年確率で想定される雨量強度におけるピ－ク流量 
  の 1.2倍以上、フィルダムにあってはコンクリ－トダムのそれの 1.2倍以上のもので
  あること。 
 ③ 洪水調節池の構造 
   開発行為を行う下流部に近接して洪水調節池等の設置は、原則として「開発行為の 
  許可基準」第３の２の(5) のえん堤等の構造であること。 
 ③ 洪水調節の方式 
   原則として自然放流方式であること。 
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７ 沈砂池関係 
 (１) 周辺における水利用の実態等からみて水質の悪化を防止する必要がある場合には、
   沈砂池の設置、森林の残置等の措置が必要であり、設計図書を添付すること。 
  
 (２) 沈砂池の面積は、次により求めること。 
 
      １         Ｓ ：沈砂池の面積 (㎡) 
    Ｓ＝      ・Ｑ・Ｔ 
      Ｈ         Ｑ ：単位時間に処理する汚濁水量 (㎥／hr) 
 
                Ｔ ：滞留時間（３～４時間） 
      Ｈ 
    Ｔ＝                       Ｈ  ：沈砂池の有効水深（１メ－トル以上） 
      Ｖ 
                Ｖ ：浮遊物質の沈降速度（ｍ／hr) 
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用  語  の  説  明 
 
 １ 開発行為をしようとする区域（事業区域） 
   事業者が一体として事業を行おうとする区域で、森林、農地、宅地、農道及び水路
  等のすべての土地を含んだ区域をいい、現に土地の形質の変更等（即ち開発行為）を
  行う土地のみならず、土地の形質の変更はしないが、変更する土地と一団をなし利用
  される土地を含む区域をいう。 
 
 ２ 開発行為をしようとする森林 
   開発行為に係る森林と残置する森林を合わせた森林のことをいう。（即ち事業区域 
  に含まれる森林のことである。） 
 
 ３ 開発行為に係る森林 
   土地の形質の変更（即ち開発行為）を行う森林のことをいう。 
 
 ４ 残置森林 
   森林の現況のまま保全する森林をいう。ただし、森林機能が十分発揮されるまでに
  至らない若齢林（15年生以下の森林とする。）については、残置森林率の算定対象と
  しない。 
 
       開発行為をしようとする森林区域内の林齢16年生以上の残置森林面積 
  残置森林率＝                                                          ×１００ 
            開発行為をしようとする森林区域面積 
 
 ５ 造成森林 
   土地の形質の変更を行った後に植栽により造成する森林をいう。ただし、硬岩切土
  面等で確実な成林が見込まれない部分については、森林率の算定対象としない。 
 
        残置森林面積＋開発行為をしようとする事業区域内の造成森林面積 
  森 林 率＝                                                          ×１００ 
            開発行為をしようとする森林区域面積 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

－90－



－91－



書類の提出先等 
 
 申請書類の提出先は、下表のとおり。 
 

 
 事業区域の所在地 

             提 出 先 ・ 確 認 場 所 

  主 管 課 係        所     在     地 

 
 多摩地域全市町村 

東京都多摩環境事務所 
自然環境課指導担当 

（※） 

〒１９０－００２２ 
  立川市錦町４－６－３ 

東京都立川合同庁舎３階 
  ℡０４２－５２１－４８０９ 

 大島町、利島村 
 
 新島村、神津島村 

 大  島  支  庁 
 
 産業課林務担当 

  〒１００－０１０１ 
  大島町元町字オンダシ２２２－１ 
 ℡０４９９２－２－４４３４ 

 
 三宅村、御蔵島村 

 三  宅  支  庁 
 
 産業課林務担当 

  〒１００－１１０２ 
  三宅村伊豆６４２ 
  ℡０４９９４－２－１３１２ 

 
 八丈町、青ヶ島村 

 八  丈  支  庁 
 
 産業課林務担当 

  〒１００－１４９２ 
  八丈町大賀郷２４６６－２ 
  ℡０４９９６－２－１１１３ 

 
 小笠原村 

 小 笠 原 支 庁 
 
 産業課産業担当 

  〒１００－２１０１ 
  小笠原村父島字西町 
  ℡０４９９８－２－２１２２ 

 
（※）多摩地域では、地域森林計画対象民有林の確認場所のみ、以下になります。 

東京都森林事務所 保全課 計画担当 
〒１９８－００３６ 青梅市河辺町６－４－１ 東京都青梅合同庁舎２階 
℡０４２８－２２－１１５５（ダイヤルイン） 
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